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発
し
た
会
所
機
構
設
立
の
出
願
（
「
新
規
願
偏
）
は
、
町
に
代
わ
っ
て
都
市
全
体
を
覆
う
会
所
に
よ
っ
て
都
市
の
混
乱
を
収
め
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
り
、

主
に
仲
間
関
係
者
か
ら
出
さ
れ
た
都
市
の
復
興
策
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
町
側
は
惣
町
結
合
を
形
成
す
る
こ
と
で
こ
の
動
き
を
封
じ
る
こ
と
に
成
功
す

る
。
し
か
し
会
所
機
構
は
こ
れ
ま
で
下
層
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
者
の
解
放
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
り
、
町
側
の
運
動
は
こ
れ
を
抑
え
る
復
古
的
側
面

を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
運
動
の
な
か
で
町
側
も
都
市
全
体
へ
の
視
野
を
獲
得
し
、
ま
た
町
の
個
別
性
、
階
層
性
も
弱
ま
り
、
一
円
的
な
都
市
社

会
が
成
立
す
る
。
十
八
世
紀
後
期
以
降
強
大
化
し
て
い
っ
た
支
配
権
力
も
、
こ
う
し
た
都
市
構
造
の
変
容
に
対
応
し
て
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
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は
　
じ
　
め
　
に

　
日
本
近
世
都
市
の
研
究
は
、
七
十
年
代
以
降
幕
藩
欄
国
家
の
不
可
欠
な
要
素
と
し
て
の
都
市
の
位
置
・
役
割
の
解
明
と
い
う
観
点
か
ら
、
国

家
的
身
分
編
成
の
核
と
し
て
の
、
家
持
町
人
の
負
担
す
る
役
の
問
題
や
、
そ
れ
を
代
替
す
る
日
用
層
の
存
在
形
態
学
が
論
じ
ら
れ
、
幕
藩
権
力

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

の
都
市
支
配
の
あ
り
方
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
一
方
、
身
分
制
論
の
議
論
の
中
で
、
個
別
の
町
を
「
地
縁
的
」
職
業
的
身
分
共
同
体
」
と
し
て
位
置
付
け
る
提
言
が
な
さ
れ
、
都
市
に
お
け

る
町
共
同
体
の
持
つ
独
自
の
性
格
が
再
び
関
心
を
集
め
る
よ
う
に
な
り
、
都
市
の
基
本
単
位
で
あ
り
、
都
市
住
民
が
ま
ず
拠
っ
て
立
つ
場
で
あ
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③

る
町
の
分
析
が
進
め
ら
れ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鋤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
⑯

　
ま
た
、
右
の
二
つ
の
研
究
動
向
が
近
世
前
期
を
中
心
と
し
て
行
わ
れ
て
き
た
の
に
対
し
、
近
世
後
期
か
ら
維
新
期
に
か
け
て
の
、
人
民
闘
争
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④

史
の
中
で
の
都
市
住
民
、
と
り
わ
け
下
層
民
の
位
置
、
役
割
を
追
究
す
る
動
向
が
存
在
し
た
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
の
近
世
都
市
研
究
に
は
、
権
力
側
の
視
点
か
ら
の
都
市
論
と
住
民
の
町
共
同
体
論
と
の
分
立
、
都
市
構
造
を
め
ぐ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

る
前
期
研
究
と
人
民
闘
争
史
と
し
て
の
後
期
研
究
と
の
断
絶
が
見
ら
れ
、
近
世
都
市
を
総
体
と
し
て
と
ら
え
る
糸
口
す
ら
つ
か
め
て
は
い
な
い
。

　
無
論
こ
の
課
題
に
答
え
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
が
、
権
力
的
編
成
の
側
面
は
｝
定
度
解
明
さ
れ
、
ま
た
身
分
翻
論
や
人
民
闘
争
史
に
従
属

し
た
形
で
は
な
く
都
市
自
体
の
特
質
を
正
面
か
ら
問
題
に
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
現
段
階
に
あ
っ
て
は
、
都
市
の
内
部
構
造
の
展
開
過

程
を
住
民
側
の
視
点
か
ら
分
析
す
る
こ
と
が
ま
ず
必
要
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
は
第
二
の
研
究
－
個
別
町
の
研
究
一
の
成
果
を
批
判
的
に
継
承

す
る
こ
と
で
果
た
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。

　
こ
れ
ま
で
の
町
共
同
体
論
“
町
自
治
論
が
都
市
全
体
へ
の
視
野
を
欠
き
、
ま
た
中
期
以
降
の
展
開
を
発
展
的
に
と
ら
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
は
、

方
法
論
上
皮
の
よ
う
な
欠
陥
を
持
っ
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
①
町
共
同
体
の
意
義
、
ま
た
そ
の
「
自
治
性
」
に
つ
い
て
、
中
世
に
成
立

し
た
も
の
が
ど
の
程
度
残
っ
た
か
、
と
い
う
点
で
し
か
問
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
。
②
町
共
同
体
の
評
価
が
、
権
力
と
の
対
抗
の
中
で
の
み
な
さ

れ
、
構
成
員
と
の
関
係
に
お
い
て
、
ま
た
そ
の
中
に
矛
盾
を
含
ん
だ
も
の
と
し
て
、
と
ら
え
て
い
な
い
こ
と
。
③
都
市
住
民
の
自
治
の
問
題
を
、

町
（
あ
る
い
は
町
組
）
の
枠
に
限
定
し
た
こ
と
。

　
本
稿
で
は
京
都
を
事
例
と
し
て
、
従
来
の
研
究
が
明
ら
か
に
し
た
個
別
の
町
を
基
礎
と
し
た
都
市
構
造
が
中
期
以
降
ど
の
よ
う
に
展
開
す
る

の
か
、
町
の
構
造
変
化
と
連
関
さ
せ
つ
つ
追
究
し
た
い
。
あ
ら
か
じ
め
見
通
し
を
述
べ
れ
ば
、
町
が
中
期
以
降
「
形
骸
化
」
し
て
い
く
過
程
を
、

都
市
と
し
て
発
展
的
に
と
ら
え
る
こ
と
を
目
ざ
す
。
町
の
内
部
構
造
に
つ
い
て
は
、
特
に
借
屋
人
の
存
在
形
態
に
注
目
す
る
。
借
屋
人
は
、
居

住
を
許
さ
れ
て
も
町
の
正
式
な
構
成
員
た
り
得
な
か
っ
た
、
と
す
る
の
が
一
般
的
な
見
方
で
あ
る
が
、
し
か
し
家
持
同
様
に
身
分
的
資
本
を
有

し
、
商
工
業
活
動
を
行
う
存
在
で
あ
っ
た
。
こ
の
借
屋
人
の
位
置
を
分
析
す
る
こ
と
は
、
町
と
都
市
と
の
関
係
を
よ
り
明
確
に
示
し
て
く
れ
る



も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
次
に
都
市
住
民
の
自
治
性
に
つ
い
て
。
近
年
の
近
世
史
研
究
は
、
近
世
統
一
権
力
は
決
し
て
剥
き
出
し
の
暴
力
的
搾
取
者
と
し
て
現
れ
た
の

で
は
な
く
、
「
平
和
」
や
「
公
」
を
掲
げ
、
ま
た
民
衆
と
の
間
に
「
合
意
的
」
「
契
約
的
」
側
面
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て

　
⑥

い
る
。
農
村
に
比
し
都
市
に
お
い
て
は
よ
り
そ
の
傾
向
が
強
い
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
う
で
あ
る
以
上
、
自
治
の
内
容
は
、
権
力
に
政
治
的
に
対

抗
す
る
側
面
の
み
で
な
く
、
両
者
の
利
害
の
一
致
し
う
る
、
都
市
の
治
安
秩
序
、
経
済
機
能
の
維
持
、
発
展
を
い
か
に
担
い
う
る
か
、
ま
た
そ

れ
が
動
揺
し
た
時
に
、
新
た
な
都
市
政
策
に
い
か
に
参
与
し
う
る
か
、
ま
た
そ
れ
を
提
示
で
き
る
か
、
と
い
っ
た
点
に
つ
い
て
も
求
め
ら
れ
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
ゆ
え
に
、
自
治
の
担
い
手
は
町
共
同
体
に
限
ら
ず
、
他
の
諸
集
団
、
ま
た
個
人
も
が
、
そ
の
考
察
の
対
象
と
な
る
。
特
に
、
十
八
世
紀
中
葉

に
集
中
す
る
会
所
機
構
設
立
の
出
願
に
注
目
し
、
そ
れ
へ
の
町
の
対
応
を
見
る
中
で
、
都
市
住
民
の
自
治
意
識
の
発
展
と
限
界
と
を
考
察
す
る

こ
と
と
し
た
い
。

近世中期京都の都市構造の転換（塚本）

①
吉
田
伸
之
「
役
と
町
－
江
戸
南
債
馬
町
二
丁
目
他
三
町
を
例
と
し
て
～
」
（
『
歴

　
史
学
研
究
』
四
七
一
号
、
　
一
九
七
九
年
）
、
同
「
公
儀
と
町
人
身
分
」
（
『
歴
史
学

　
研
究
別
冊
（
…
九
八
○
年
度
）
』
、
　
一
九
八
○
年
）
、
同
「
臼
本
近
世
都
市
下
屡
社

　
会
の
存
立
構
造
」
（
『
歴
史
学
研
究
』
五
三
四
号
、
｝
九
八
閥
年
）
、
松
本
四
郎
『
日

　
本
近
世
都
落
論
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
三
年
）
な
ど
。

②
　
朝
尾
直
弘
「
近
世
の
身
分
制
と
賎
属
」
（
『
部
落
問
題
研
究
』
六
八
号
、
㎝
九
八

　
一
年
）
。

③
　
先
駆
的
業
績
と
し
て
は
、
秋
山
国
三
『
公
同
沿
革
史
隔
上
（
京
都
市
公
邸
組
合

　
聯
合
会
、
一
九
四
四
年
）
（
新
版
『
近
世
京
都
町
費
発
達
史
』
・
法
政
大
学
出
版
局
、

　
一
九
八
○
年
）
、
秋
因
・
仲
村
研
『
京
都
「
町
」
の
研
究
』
（
法
政
大
学
出
版
局
、

　
一
九
七
五
年
）
、
乾
宏
巳
『
な
に
わ
大
坂
菊
屋
町
隔
（
柳
原
書
店
、
一
九
七
七
年
）

　
な
ど
が
あ
り
、
ま
た
近
年
の
主
な
研
究
と
し
て
、
視
角
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
が
吉

　
田
伸
之
「
町
人
と
町
」
（
『
講
座
日
本
歴
史
5
、
近
世
1
』
（
東
京
大
学
繊
版
会
、
一

　
九
八
五
年
）
、
安
国
良
一
「
近
世
京
都
の
町
と
家
屋
敷
所
持
」
（
『
日
本
史
研
究
』
二

　
八
三
号
、
一
九
八
六
年
）
宇
佐
美
英
機
「
近
世
都
市
の
権
力
と
公
事
訴
訟
」
（
同
）

　
な
ど
が
あ
る
。

④
松
本
四
郎
前
掲
書
、
松
田
之
利
「
幕
藩
制
の
都
市
と
階
級
闘
争
」
（
『
歴
史
学
研

　
究
別
冊
（
一
九
七
〇
年
度
）
、
一
九
七
〇
年
』
な
ど
。

⑤
　
住
民
論
と
し
て
は
、
前
期
の
町
共
岡
体
の
主
た
る
構
成
員
の
家
持
の
分
析
と
、

　
後
期
の
借
屋
人
以
下
の
下
層
罠
の
分
析
と
の
断
絶
で
あ
る
。

⑥
　
藤
木
久
志
『
豊
臣
平
和
令
と
戦
国
社
会
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
五
年
）
、

　
高
木
昭
作
「
『
秀
吉
の
平
和
』
と
武
士
の
変
質
」
（
『
思
想
騙
七
二
嘗
写
、
一
九
八
四

　
年
）
、
朝
尾
直
弘
「
「
公
儀
」
と
幕
湿
半
憲
制
」
（
『
講
座
臨
本
歴
史
5
、
近
世
－
』
、

　
水
本
邦
彦
「
村
共
同
体
と
村
支
配
」
（
『
講
座
日
本
歴
史
5
、
近
世
1
』
）
。
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近
世
前
期
の
都
市
講
造
と
そ
の
破
綻

4　（692）

GD

@
近
世
前
期
の
都
市
構
造

　
本
節
で
は
中
期
以
降
の
展
開
の
前
提
と
し
て
、
町
の
都
市
の
中
で
の
位
置
、
実
況
の
位
置
、
町
の
内
部
構
造
の
三
点
か
ら
、
十
八
世
紀
初
頭

ま
で
の
都
帯
構
造
に
つ
い
て
簡
単
に
概
括
し
て
お
き
た
い
。

　
承
応
三
（
一
六
五
四
）
年
に
所
司
代
に
任
じ
ら
れ
翌
明
暦
元
年
二
月
に
上
京
し
た
牧
野
親
成
は
、
町
の
結
合
を
強
化
さ
せ
、
都
市
秩
序
を
担
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

基
盤
と
し
て
、
支
配
の
末
端
組
織
と
し
て
確
立
さ
せ
る
た
め
の
種
々
の
政
策
を
打
ち
出
し
た
。
毎
月
二
日
の
町
寄
合
や
死
後
譲
り
の
制
、
年
寄

任
命
の
規
定
等
、
い
ず
れ
も
牧
野
に
よ
っ
て
整
備
さ
れ
た
制
度
で
あ
る
。
牧
野
が
町
の
位
置
を
明
示
し
た
も
の
と
し
て
万
治
二
（
一
六
五
九
）
年

七
月
二
十
三
拭
に
出
さ
れ
た
触
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
「
於
京
都
諸
商
売
二
付
語
を
取
立
申
事
、
朱
、
銀
詩
話
座
之
外
、
私
論
法
を
立
多
勢
を
く

ミ
し
結
徒
党
座
を
立
申
事
」
を
前
々
か
ら
の
国
禁
事
項
で
あ
る
と
し
、
擁
近
年
に
至
て
私
に
寄
会
を
い
た
し
、
座
を
く
ミ
候
て
諸
商
売
仕
族
」
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

い
る
こ
と
を
省
め
、
改
め
て
禁
止
す
る
鴇
を
命
じ
て
い
る
。

∴
職
種
的
結
合
の
否
定
、
都
市
倥
民
個
々
の
自
由
な
経
済
活
動
の
奨
励
は
秀
吉
に
よ
る
楽
座
令
以
来
の
統
一
政
権
の
原
則
で
あ
り
、
特
定
の
職

種
に
関
し
て
統
制
を
行
う
場
合
で
竜
町
を
通
し
て
行
っ
た
。
町
は
住
民
が
直
接
依
拠
す
る
唯
一
の
共
同
体
で
あ
り
、
支
配
者
の
意
志
を
伝
え
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

論
理
町
を
通
し
て
住
民
に
伝
え
ら
れ
、
仲
間
組
織
が
利
用
さ
れ
る
の
は
こ
の
時
期
に
は
ご
く
限
ら
れ
た
も
の
に
と
ど
ま
る
。
支
配
者
は
単
に
地

縁
共
同
体
と
し
て
町
を
重
要
視
し
た
の
で
は
な
く
、
職
種
的
領
域
を
も
含
め
て
都
市
の
秩
序
を
担
う
基
本
的
単
位
と
し
て
位
置
付
け
た
の
で
あ

る
。　

町
の
連
合
組
織
で
あ
る
町
組
は
中
世
末
期
に
軍
事
的
防
衛
を
目
的
と
し
て
結
成
さ
れ
、
墓
詣
町
か
ら
成
る
町
組
（
小
組
）
、
を
基
礎
単
位
と
し
、

そ
の
連
合
体
と
し
て
十
七
世
紀
後
半
に
は
上
京
で
十
二
組
、
下
京
で
八
組
、
合
わ
せ
て
二
十
の
町
組
が
形
成
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
町
組
の
特
色
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と
し
て
二
点
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
第
一
に
、
京
都
の
町
は
都
市
空
間
に
占
め
る
位
置
、
生
成
の
時
期
に
よ
り
親
町
と
枝
町
、
古
町
と
新
町
の

別
が
あ
る
が
、
町
組
（
小
組
）
は
こ
の
格
式
毎
に
ま
と
ま
り
、
古
町
・
親
町
の
町
議
と
新
町
・
枝
町
の
鎧
組
と
は
支
配
－
従
属
の
関
係
で
結
ば
れ

て
い
た
。
第
二
に
、
町
の
連
合
が
全
京
都
の
連
合
と
は
な
ら
ず
、
二
十
の
上
組
そ
れ
ぞ
れ
が
独
立
性
を
持
ち
、
最
も
上
位
の
レ
ベ
ル
で
も
上
京
、

あ
る
い
は
下
京
と
し
て
の
連
合
に
と
ど
ま
っ
た
。

　
皇
恩
は
個
別
町
の
ま
と
ま
り
が
強
ま
る
に
つ
れ
そ
の
意
味
を
弱
め
つ
つ
も
、
こ
の
時
期
に
は
な
お
治
安
維
持
や
、
住
民
の
意
志
を
代
弁
す
る

機
関
と
し
て
機
能
し
て
い
た
。
慰
楽
の
ま
と
ま
り
の
重
要
な
基
盤
と
な
っ
た
の
が
「
大
帝
勘
定
」
で
あ
る
。
大
組
勘
定
と
は
、
京
都
の
都
市
住

民
が
負
担
す
る
諸
費
用
を
、
町
代
立
会
の
下
で
、
古
町
の
年
寄
1
1
町
組
の
代
表
老
が
誰
々
へ
の
割
り
当
て
を
決
め
る
こ
乏
で
あ
り
、
町
組
自
治

の
根
幹
と
言
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
割
り
当
て
は
古
町
・
親
町
に
高
く
、
新
町
、
枝
町
に
低
く
定
め
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
町
を
格
差

を
付
け
て
縦
系
列
で
結
合
し
た
と
こ
ろ
に
、
空
間
的
構
成
は
き
わ
め
て
錨
綜
し
て
純
粋
な
地
縁
集
団
と
は
言
え
ぬ
町
組
が
都
市
に
お
い
て
な
お

一
定
の
働
き
を
持
っ
た
要
因
が
あ
っ
た
。

　
最
後
に
町
の
内
部
構
造
に
つ
い
て
。
近
世
都
市
の
町
は
家
持
の
み
の
共
同
体
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
る
が
、
十
七
世
紀
中
葉
以
降
は
借
屋
人
も

町
の
寄
合
に
参
加
し
、
町
の
入
用
も
一
定
度
負
担
す
る
、
町
の
構
成
員
で
あ
っ
た
。
但
し
家
持
と
の
間
に
は
制
度
的
に
明
確
な
区
別
が
付
け
ら

れ
て
い
た
。

　
借
屋
人
が
町
へ
新
住
す
る
場
合
、
本
人
と
家
主
と
の
間
の
み
で
は
契
約
は
成
立
せ
ず
、
且
那
寺
か
ら
の
宗
旨
請
状
の
ほ
か
、
借
屋
人
の
人
格

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

に
つ
い
て
保
証
す
る
借
屋
請
人
と
連
署
し
た
借
屋
請
状
を
町
に
対
し
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
借
屋
請
人
に
立
つ
資
格
は
町
角
に

具
体
的
に
定
め
ら
れ
た
が
、
請
状
の
定
式
文
句
と
し
て
見
ら
れ
る
如
く
、
借
屋
人
を
「
先
祖
ず
能
存
知
」
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。

た
だ
し
親
兄
弟
は
請
人
に
は
な
り
得
ず
、
そ
れ
に
準
ず
る
親
類
・
縁
者
が
立
つ
の
が
通
常
で
あ
る
。

　
請
人
は
日
常
生
活
に
お
い
て
も
借
屋
人
と
密
接
な
関
係
を
保
っ
た
。
町
奉
行
所
に
詰
め
た
中
間
支
配
者
の
町
代
の
日
記
は
、
家
出
・
自
害
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

金
銭
出
入
り
等
が
起
こ
っ
た
際
の
住
民
の
届
け
出
、
対
処
に
つ
い
て
の
記
事
を
豊
富
に
収
め
て
い
る
。
こ
う
し
た
時
に
、
号
鈴
者
が
家
持
の
場

5　（693）



合
は
町
中
と
し
て
対
応
す
る
の
み
で
あ
る
が
、
借
屋
人
の
場
合
は
町
中
・
家
主
と
と
も
に
請
人
が
重
要
な
役
割
を
持
っ
て
事
後
処
理
に
あ
た
っ

て
い
る
。
借
屋
請
人
は
、
借
屋
契
約
に
つ
い
て
の
保
証
の
み
で
な
く
、
居
住
後
も
借
屋
人
に
つ
い
て
町
に
対
し
て
責
任
を
負
う
存
在
で
あ
っ
た
。

町
は
、
借
屋
人
を
家
持
と
請
人
の
二
重
の
人
格
的
関
係
に
よ
っ
て
把
握
し
、
請
人
の
資
格
を
厳
し
く
定
め
る
こ
と
で
借
屋
人
の
自
由
な
来
住
を

防
い
だ
の
で
あ
る
。
こ
の
制
度
は
都
市
内
で
の
活
動
を
活
発
化
し
て
い
く
借
屋
人
に
と
っ
て
次
第
に
樫
櫓
と
な
っ
て
い
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
来
住
者
に
対
す
る
、
ま
た
住
人
の
生
活
に
対
す
る
町
の
規
制
は
、
借
屋
人
に
の
み
向
け
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
家
持
を
も
含

ん
だ
も
の
で
あ
る
。
家
屋
敷
を
買
得
し
て
家
持
と
し
て
町
へ
来
住
す
る
時
に
も
町
に
対
し
て
請
状
を
出
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。
ま
た
、
借
銀

を
当
事
者
に
代
わ
っ
て
町
が
弁
済
す
る
場
合
も
あ
る
反
面
、
自
由
に
金
銭
を
借
用
す
る
こ
と
が
町
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
町
式
目
の
多
く
は
、
特
定
の
職
商
に
つ
い
て
町
へ
の
来
住
を
拒
ん
だ
条
項
を
持
つ
こ
と
は
よ
く
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
米
屋
、
酒
屋
、
鍛
冶
屋
、

油
屋
等
が
多
く
の
町
で
来
住
が
禁
じ
ら
れ
た
が
、
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
職
種
は
い
ず
れ
も
都
市
生
活
を
営
む
上
で
不
可
欠
な
も
の
ば
か
り
で
あ

る
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
ま
た
、
来
住
者
に
請
人
を
と
る
こ
と
を
求
め
る
反
面
、
町
内
の
人
間
が
他
町
の
倥
民
の
請
人
に
立
つ
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

と
は
、
厳
し
く
制
限
し
た
。

　
こ
の
時
期
の
町
は
、
町
内
の
人
間
に
対
し
て
は
そ
の
財
産
・
営
業
を
保
証
し
、
生
活
を
保
護
す
る
機
能
を
持
っ
た
。
し
か
し
そ
の
共
同
体
の

強
さ
は
、
町
内
の
拘
束
性
・
階
層
性
、
町
外
へ
の
排
他
性
と
一
体
と
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、
響
町
と
の
協
調
性
を
欠
き
、
都
市
全
体
の
論
理
と

は
相
容
れ
な
い
、
矛
盾
す
る
面
を
持
っ
た
。
そ
し
て
こ
れ
は
、
家
持
と
借
屋
人
と
が
経
済
的
に
明
確
な
差
が
あ
り
、
人
格
的
関
係
で
結
ぼ
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

ま
た
町
が
主
に
「
小
商
人
や
商
・
手
工
業
未
分
離
の
小
経
営
等
の
多
様
な
小
資
本
」
か
ら
構
成
さ
れ
る
近
世
前
期
段
階
に
は
表
面
化
し
な
い
が
、

分
業
の
発
達
に
よ
っ
て
い
ず
れ
顕
在
化
す
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
、
都
市
構
造
自
体
の
持
っ
た
内
部
矛
盾
な
の
で
あ
っ
た
。
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②
　
享
保
～
宝
暦
期
に
お
け
る
京
都
の
混
乱
状
況

享
保
七
（
一
七
二
二
）
年
の
幕
府
に
よ
る
上
方
行
政
の
改
革
と
並
行
し
て
京
都
の
都
市
行
政
に
つ
い
て
も
改
革
が
行
わ
れ
、
先
に
見
た
大
割
勘



近世中期京都の都市構造の転換（塚本）

表
1
　
《
「
願
触
」
一
覧
V

晦

年

月

日

内

容

出

願

人

蓋’ム『

』
番
号

七六五照慧ニー〇九八七穴置四三：一五四三ニーtO九八
元
禄
＝
（
宍
九
八
）
鴎
・
三

　
　
　
　
　
　
　
九
・
三

　
　
＝
二
（
石
O
O
）
三
・
九

　
　
薦
（
宅
9
）
二

　
　
　
　
　
　
一
〇
・
六

宝
永
一
（
一
七
〇
四
）
七

　
　
　
　
　
　
一
〇
∴
四

　
　
　
三
（
一
七
〇
六
）
田

　
　
　
四
（
一
七
〇
七
）
九
∴
九

　
　
　
七
（
一
七
【
O
）
八

　
　
　
　
　
　
一
〇

　
　
　
　
　
　
6

　
　
　
五
（
一
七
葱
）
九
・
三

享
保
四
（
一
七
一
九
）
六
・
九

　
　
　
六
（
一
七
三
）
一
一
・
謡

　
　
　
　
　
　
　
六
・
九

　
　
　
架
董
西
）
六

一三

i一
c
八
）
　
九
∴
＝

西
（
一
七
二
九
）
二

　
　
　
　
九
・
二

【五

i一

ｵ三

Z）

＝
?
?

宍
（
藝
＝
）
＝

葛
（
一
ゼ
三
二
）
㍗
毛

　
　
　
　
伽
・
毛

　
　
　
　
コ
・
六

他
所
酒
買
込
制
限

糸
類
か
こ
い
置
禁

鍮
泥
元
〆
設
置

糸
類
か
こ
い
置
し
め
売
禁

雛八

塩
装
Z
へ
こ
も
く
撫
例
候
備
樺

土
手
町
四
条
辺
旅
籠
屋
其
外
町
中
二
遊
女
数
多
抱
、
不
届

無
株
の
者
酒
商
売
禁

西
陣
織
手
糸
く
り
奉
公
人
、
年
季
約
爽
通
可
働

出
火
時
年
行
事
、
人
代
出
シ
候
儀
宥
免

無
株
・
新
規
の
酒
商
売
禁

無
…
株
・
新
規
の
酒
商
四
売
赫
ホ

町
方
所
≧
二
遊
女
躰
之
者
心
当
、
不
届

止
小
・
辰
砂
ハ
出
小
座
外
二
｝
m
士
冗
岡
貝
趣
兀

祇
園
祭
礼
神
輿
、
願
界
禁

宮
用
筋
近
辺
白
人
と
名
付
遊
女
、
不
届

町
夫
賃
銀
向
後
新
銀
壱
匁
弐
分
つ
Σ

町
≧
へ
懐
小
便
取
二
参
候
者
ハ
極
ノ
焼
印
の
た
こ
桶
二
軍

　
の
こ
と

京
・
大
節
米
売
買
会
所
差
免

質
屋
統
調
緩
和

御
仕
置
者
入
用
之
材
木
代
銀
割
賦
方
向
付

御
仕
置
者
入
用
之
柴
代
銀
割
賦
方
二
付

質
屋
仲
問
立
願
、
難
申
付

京
都
米
会
所
以
後
嶋
本
壱
人
二
差
響

大
津
米
会
所
以
後
幾
久
や
江
差
免

借
屋
請
会
所
二
付
尋

酒
屋
共

絹
屋
共

真
鍮
箔
請
負
之
者
井
伏
見
腐
者

西
陣
織
屋
共

鍔
や
太
兵
衛

傾
城
町
議
者

株
持
酒
屋

西
陣
組
頭
年
寄
共

年
行
事
町
・
用
人

酒
屋
共

酒
麗
共

傾
田
町
之
も
の

朱
　
座

長
柄
町
六
町

傾
城
町
之
も
の
と
も

夫
　
頭

百
五
十
ケ
村

小
野
寺
三
郎
右
衛
門
・
嶋
本
三
郎
九
郎
・
平
田
源
右
衛
門

質
屋
共

本
材
木
屋
共

高
瀬
川
筋
薪
屋
共

中
京
質
屋
共

　
（
嶋
本
三
郎
九
郎
）

　
（
幾
久
や
音
兵
衛
）

①
－
一
昊

　
一
莫

　
二
四
二

　
一
一
ム

　
一
契

　
一
一
九
穴

　
四
〇
四

　
四
四
四

　
輿
八

　
豊
九

　
奨
〇

　
五
窓

　
七
二

　
田
老

　
＝
究

　
一
美
八

　
一
騙
八
九
～
一
四
九
【

②
⊥
毫

　
三
三

　
一
翼

　
四
　
O

　
異
八

　
皿
三
（

　
語
〇

　
五
四
八
・
五
五
〇
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錐露五五軍五瞬四圏四四四四四四四慧焦三三富三蕊三三三ニニニニ覧四三二一〇九八七穴五四三ニー〇九八七六雄四三ニーO距八七：六
　
　
天
（
一
豊
三
）
写
二

　
　
　
　
　
　
三

　
　
　
　
　
　
　
五

　
　
　
　
　
　
　
力

元
文
乗
辱
琶
δ

　
　
　
筑
（
一
山
O
）
嵩

延
享
δ
四
四
）
置

　
　
　
　
　
　
三

　
　
　
四
（
毛
鵯
）
三

宝
暦
一
（
一
蓋
一
）
一
一
・
七

　
　
　
一
一
（
石
翌
）
八
・
七

　
　
　
四
（
【
蓋
四
）
菰

　
　
　
正
（
一
蓋
五
）
…
忌

　
　
　
　
　
　
三
・
髭

　
　
　
炎
一
七
昊
）
八
・
三

　
　
　
八
（
㎝
七
曜
八
）
「
〇

　
　
　
九
（
署
凪
凸
　
一
一
∴
五

　
　
　
　
　
　
　
八
・
一
石

　
　
　
　
　
　
一
〇
・
九

　
　
一
〇
（
一
曲
O
）
五

　
　
　
　
　
　
　
九

　
　
　
　
　
　
一
〇

　
　
　
　
　
　
三

　
　
　
　
　
　
三

　
　
一
一
（
一
七
さ
）
五

　
　
三
（
一
七
至
）
二
・
署

　
　
　
　
　
　
　
二

　
　
　
　
　
　
　
五

　
　
　
　
　
　
　
六

　
　
　
　
　
　
六
・
二
三

町
夫
火
消
人
足
誌
負
願
二
付
尋

御
仕
置
者
入
用
之
材
木
代
銀
割
賦
方
二
半

銭
小
貸
会
所
設
置

上
納
銀
貸
付
会
所
設
置

銭
小
貸
会
所
利
足
引
下
ケ

町
央
火
消
人
足
詩
負
願
二
付
鱗

真
鍮
屋
仲
問
人
数
制
限
、
新
規
禁

二
重
家
質
・
田
畑
二
重
質
入
禁

問
屋
外
二
而
他
国
瓦
商
売
禁

西
陣
其
外
織
屋
下
職
之
者
不
正
質
置
、
不
届

素
人
杣
働
禁

借
屋
請
会
所
二
付
尋

西
洞
院
川
筋
へ
ち
り
芥
捨
間
敷

神
泉
苑
町
川
筋
へ
ち
り
芥
捨
間
敷

田
地
渇
水
二
付
町
≧
井
戸
水
汲
流
麗
候
様

素
入
杣
働
禁

葬
式
道
具
、
極
候
職
人
之
外
持
売
捌
禁

造
り
酢
屋
之
外
米
酔
造
禁

修
験
袈
裟
持
商
売
、
余
人
禁

団
地
渇
水
二
付
井
戸
水
汲
流
呉
候
様

新
鉄
劔
類
他
国
汐
直
買
禁

町
央
火
消
人
足
請
負
願
二
付
尋

他
蟹
酒
直
買
禁

井
口
・
宮
鱈
引
受
貸
附
帳
会
所
年
延

諸
名
目
銀
返
済
の
た
め
持
寄
銀
致

半
季
奉
公
人
改
会
所
設
置

生
平
、
問
屋
外
直
売
買
禁

田
地
渇
水
二
付
井
戸
水
馬
流
呉
候
様

田
地
渇
水
二
付
井
戸
水
汲
流
呉
候
様

橋
下
汐
水
桶
群
集
致
、
水
を
取
二
不
参
様

材
木
屋
と
も

井
口
久
左
衛
門

会
所
之
者
共

真
鍮
屋
共

　
（
町
組
）

大
仏
深
草
瓦
師
共

織
屋
共

役
杣
共

医
師
伊
藤
文
治
・
大
黒
屋
吉
兵
衛

西
洞
院
通
町
≧

神
泉
苑
口
辺
町
≧

壬
生
村
他
一
一
ケ
村

役
杣
共

寵
大
工
共

造
酢
屋
共

鳥
丸
六
角
下
ル
町
岡
田
丹
後

　
（
村
≧
）

鉄
問
屋
共

日
雇
八
組

造
酒
屋
十
七
組
之
も
の
共

井
口
久
左
衛
門
・
宮
西
九
郎
兵
衛

車
屋
町
二
条
下
町
杉
屋
働
三
郎

平
野
屋
十
右
衛
門
・
越
後
屋
徳
兵
衛

生
平
問
屋
株
之
者
共

申
堂
寺
村
其
外
七
ケ
村

西
京
村
井
三
条
台
懸
者
共

松
原
通
西
洞
院
辺
町
≧

　　　　　　　　　　　　　　＠　　　　　　＠
究究交盗さ究璽売茨響≡量量量人箋蓉萎勇署需究八蕊藝壼春杢発毫
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六六六六六六六穴六五五蹴識八七穴五四Eニー〇九八七六

　
　
　
　
　
　
三
・
二

　
　
　
　
　
　
三

　
　
　
　
　
　
三
∴
八

　
　
　
　
　
　
三

　
　
　
　
　
　
一
一
；
ル

　
　
一
　
一
一
（
一
七
六
三
）
　
二

　
　
　
　
　
　
三

　
　
　
　
　
　
四
三
九

　
　
　
　
　
　
置

　
　
　
　
　
　
八

　
　
　
　
　
　
三

　
　
一
四
（
「
七
六
四
）
　
二

　
　
　
　
　
　
識
三
八

（
以
下
略
）

借
屋
請
会
所
外
一
二
珊
印
料
を
旧
家
講
禁

晒
布
会
所
設
概

女
奉
公
人
給
銀
振
替
所
外
二
而
請
状
預
り
貸
付
禁

川
里
薄
墨
長
所

貸
物
屋
仲
間
外
商
売
禁

町
夫
火
消
人
足
請
負
願
二
付
尋

京
都
藍
買
入
不
済
内
、
田
舎
藍
買
取
申
間
敷

宿
屋
貸
座
敷
改
所
設
債

洛
申
洛
外
散
在
薬
種
屋
共
仲
間
へ
加
入
候
様

無
印
礼
の
宿
屋
・
貸
座
敷
渡
世
禁

紺
屋
共
藍
玉
直
買
禁

晒
布
商
人
改
会
所
差
留

諸
願
ハ
年
寄
五
人
組
加
印
之
上
の
こ
と

借
歴
請
会
所

高
倉
二
条
上
ル
町
い
せ
や
喜
助

振
替
所
　
大
文
し
屋
利
兵
衛
・
大
坂
屋
荒
次
郎

間
之
町
竹
屋
町
上
ル
町
鳥
羽
屋
三
郎
兵
衛

貸
物
屋
惣
代

　
（
地
廻
藍
作
の
）
村
≧

堺
屋
庄
吉
・
米
屋
新
蔵

脇
店
薬
種
屋
年
寄

宿
屋
井
貸
座
世
羅
会
所

藍
玉
中
買
之
も
の
共

南
都
布
方
一
統

上
下
京
町
組

藷9酔発船全全坐合濾三＝六一八九八幽五七一五

　
注
①
　
住
畏
に
告
知
す
る
こ
と
の
み
が
目
的
の
も
の
（
迷
子
・
行
方
不
知
人
に
つ
い
て
の
尋
、
落
と
し
物
・
拾
い
物
の
知
ら
せ
、
薬
売
り
弘
め
の
宣
伝
等
）
は
除
き
、
政
策

　
　
　
　
的
意
味
合
い
を
持
つ
も
の
に
限
定
し
た
。

　
　
②
　
触
の
文
面
、
あ
る
い
は
他
の
史
料
か
ら
、
絶
壁
の
出
願
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
確
突
に
認
め
ら
れ
る
も
の
に
と
ど
め
た
。
ま
た
、
中
土
、
寺
社
や
他
都
市
の
住
民
の
出

　
　
　
　
願
に
よ
る
も
の
は
省
【
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

定
が
享
保
八
年
に
廃
止
さ
れ
て
、
以
後
は
町
代
に
よ
っ
て
徴
収
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
割
り
当
て
基
準
も
改
定
さ
れ
、
町
の
格
式
の
別
な
く

全
町
に
平
均
化
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
制
度
的
改
編
に
加
え
て
町
の
町
組
か
ら
の
自
立
が
進
ん
だ
こ
と
に
よ
っ
て
、
三
組
は
住
民
に
と
っ
て
の

　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

意
味
を
薄
れ
さ
せ
る
。
町
奉
行
所
と
の
関
係
で
も
重
要
な
行
政
組
織
で
は
な
く
な
り
、
儀
礼
的
ま
と
ま
り
と
し
て
、
ま
た
触
の
伝
達
の
ル
ー
ト

と
し
て
利
用
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
い
存
在
と
化
し
て
い
く
。

　
一
方
で
個
別
町
の
結
合
も
こ
の
時
期
揺
ら
い
で
き
た
。
原
因
の
一
つ
と
し
て
、
職
種
的
結
合
で
あ
る
仲
間
の
形
成
が
徐
々
に
進
ん
で
き
た
こ

と
を
あ
げ
ら
れ
る
。
京
都
市
中
に
出
さ
れ
た
触
を
見
る
と
、
元
禄
期
半
ば
頃
か
ら
仲
聞
特
権
の
擁
護
の
願
い
出
を
受
け
た
も
の
が
酒
屋
、
絹
屋

に
つ
い
て
出
さ
れ
、
そ
の
後
享
保
期
か
ら
宝
暦
期
に
か
け
て
、
材
木
屋
、
質
屋
、
真
鍮
屋
、
柚
等
に
そ
の
職
種
の
範
囲
を
広
げ
て
い
る
（
表
－
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参
照
）
。
個
人
の
営
業
・
利
益
の
保
護
を
行
う
集
団
が
、
地
縁
的
共
同
体
以
外
に
も
現
れ
て
き
た
。
前
代
に
は
、
町
は
住
民
が
直
接
依
拠
す
る

唯
一
の
集
団
と
し
て
、
住
民
を
保
護
し
、
他
方
統
制
す
る
機
能
を
有
し
た
が
、
都
市
経
済
の
拡
大
と
共
に
住
民
の
経
済
活
動
の
規
模
、
範
囲
も

拡
大
し
、
個
別
町
で
は
そ
れ
に
対
応
で
き
な
く
な
る
。
そ
う
し
た
中
で
形
成
さ
れ
、
支
配
者
に
よ
っ
て
も
認
可
さ
れ
て
き
た
仲
間
組
織
は
、
都

市
住
民
に
町
の
持
つ
意
味
を
相
対
化
さ
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
こ
の
時
期
に
集
中
し
た
金
融
諸
機
関
の
設
立
も
、
町
の
相
対
化
を
進
め
た
要
因
の
ひ
と
つ
に
あ
げ
ら
れ
る
。
享
保
十
八
（
一
七
三
三
）
年
に
家

　
　
　
⑪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

質
改
会
所
が
、
翌
年
に
銭
小
母
会
所
と
上
納
銀
貸
付
会
所
が
設
置
さ
れ
、
ま
た
こ
れ
に
先
立
っ
て
、
町
奉
行
所
の
役
所
銀
を
口
入
人
を
通
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

貸
し
付
け
る
制
度
も
成
立
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
金
融
機
関
は
不
特
定
多
数
を
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
る
だ
け
に
、
町
で
は
そ
こ
で
の
構
成

員
の
金
銀
借
り
入
れ
を
掌
握
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
機
関
は
公
的
な
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
借
銀
の
返
済

が
滞
っ
た
際
に
は
債
務
者
の
居
住
す
る
町
に
連
帯
義
務
が
負
わ
さ
れ
た
た
め
、
種
々
の
問
題
が
起
こ
っ
て
き
た
。
金
融
会
所
設
置
後
間
も
な
く

元
文
元
（
一
七
一
三
ハ
）
年
に
は
、
上
納
銀
貸
付
会
所
よ
り
身
分
不
相
応
に
借
り
て
返
済
が
滞
り
、
町
々
が
難
儀
し
て
い
る
と
い
う
状
況
を
う
け
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

借
り
入
れ
時
に
は
町
の
年
寄
へ
届
け
出
る
様
、
と
の
触
が
出
さ
れ
て
い
る
。
同
五
年
二
月
に
は
、
役
所
銀
、
上
納
銀
貸
付
会
所
、
銭
小
肥
会
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

よ
り
借
り
入
れ
る
時
に
は
年
寄
の
加
判
が
必
要
、
と
す
る
。
し
か
し
そ
の
四
ケ
月
後
に
は
、
町
の
年
寄
が
銭
小
智
会
所
よ
り
の
借
銀
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

判
を
押
す
こ
と
を
承
知
し
な
い
た
め
に
「
軽
キ
者
」
が
渡
世
の
元
手
銀
が
入
ら
ず
困
窮
し
て
い
る
状
況
を
、
翌
翌
保
元
（
一
七
四
一
）
年
正
月
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

は
、
年
寄
加
判
を
命
じ
た
こ
と
で
金
融
会
所
外
で
の
相
対
の
金
銭
貸
借
も
不
自
由
に
な
っ
て
い
る
状
況
を
、
触
の
文
面
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

る
。
さ
ら
に
同
年
四
月
に
は
、
役
所
銀
に
つ
い
て
は
年
寄
加
判
は
不
要
、
と
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
享
保
～
宝
暦
期
に
こ
の
種
の
金
融
関
係
の
触
が
多
発
さ
れ
る
。
い
ず
れ
の
触
も
町
の
難
儀
、
困
窮
を
伝
え
て
い
る
が
、
支
配
政
策
も
一
貫
せ

ず
、
都
市
経
済
が
混
乱
し
、
そ
れ
に
対
応
で
き
ず
困
惑
し
て
い
る
様
子
が
う
か
が
え
る
。

　
町
に
よ
っ
て
は
、
個
人
の
営
業
の
維
持
、
発
展
と
は
逆
行
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
町
式
目
で
公
書
借
り
入
れ
を
一
律
に
禁
ず
る
こ
と
で
対
処

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

し
ょ
う
と
す
る
所
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
年
寄
・
五
人
組
の
町
役
人
の
み
で
申
合
せ
て
多
額
の
金
銭
を
借
り
込
ん
で
弁
済
せ
ず
、
残
さ
れ
た
住
民
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⑫

が
そ
の
返
済
の
責
を
負
わ
さ
れ
る
、
と
い
う
事
件
も
発
生
す
る
。
構
成
員
の
相
互
信
頼
に
基
づ
く
町
の
住
民
結
合
の
あ
り
方
は
、
こ
の
時
期
ま

さ
に
危
機
に
瀕
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
右
の
よ
う
な
経
済
構
造
の
変
化
は
、
借
屋
人
と
家
主
、
町
と
の
関
係
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
こ
の
時
期
の
借
屋
請
状
は
初
期
の
も
の
に
比

べ
て
文
言
が
多
様
化
し
、
借
屋
賃
の
支
払
い
や
立
ち
退
き
規
定
な
ど
が
盛
り
込
ま
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
う
し
た
問
題
に
つ
い
て
契
約
文
言
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

加
え
ね
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
、
借
屋
人
と
家
主
と
の
関
係
に
変
化
が
生
じ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
借
屋
人
の
金
融
諸
機
関
の
金
銀
借
り
入
れ

に
つ
い
て
は
、
多
く
の
町
で
借
屋
請
状
と
は
別
の
新
た
な
請
状
を
作
ら
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
引
取
証
文
（
引
取
請
状
）
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ

は
、
金
融
会
所
関
係
の
金
銀
懸
か
り
合
い
が
こ
れ
ま
で
に
無
い
こ
と
、
そ
し
て
今
後
問
題
が
生
じ
て
も
町
に
は
難
儀
を
懸
け
ず
、
引
取
請
人
の

方
で
責
任
を
負
う
こ
と
を
保
証
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
借
屋
人
の
金
銀
借
り
入
れ
を
把
握
し
、
そ
れ
に
責
任
を
負
う
能
力
を
も
は
や
喪
失
し
た

こ
と
を
町
が
窃
覚
し
、
こ
の
よ
う
な
新
た
な
制
度
を
生
み
出
す
ま
で
に
到
っ
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
町
自
体
の
相
対
化
が
進
み
、
ま
た
構
成
員
の
自
立
化
、
借
屋
人
の
地
位
上
昇
に
よ
っ
て
、
町
の
内
部
拘
束
力
は
低
下
し
た
。

町
は
都
市
全
体
へ
の
視
野
を
持
た
ぬ
が
ゆ
え
に
、
拡
大
し
た
経
済
活
動
に
対
応
で
き
な
か
っ
た
。
こ
う
し
て
、
町
を
基
本
単
位
と
し
て
都
市
秩

序
が
維
持
さ
れ
る
体
制
は
破
綻
し
、
都
市
の
混
乱
を
招
く
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
時
期
の
京
都
の
混
乱
状
況
は
江
戸
幕
閣
に
も
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
困
窮
、
混
乱
は
、
災
害
等
に
よ
る
一
時
的

な
も
の
で
は
な
く
、
す
こ
ぶ
る
構
造
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
支
配
者
も
、
都
市
住
民
も
、
都
市
の
復
興
、
秩
序
の
回
復
と
い
う
共
通

の
課
題
を
か
か
え
て
、
新
た
な
都
市
構
造
の
形
成
へ
向
け
て
模
索
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

①
牧
野
親
成
の
政
策
の
画
期
性
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
論
じ
る
こ
と
と
し
た

　
い
。

②
唐
楽
教
育
会
所
蔵
文
書
。
な
お
、
当
史
料
を
含
め
以
下
特
に
断
ら
な
い
史
料
は
、

　
京
都
市
歴
史
晶
晶
料
餓
…
架
蔵
の
写
真
版
に
よ
る
。

③
十
七
世
紀
中
に
確
実
に
認
め
ら
れ
る
の
は
、
交
通
規
制
の
必
要
か
ら
の
車
屋
仲

間
の
例
ぐ
ら
い
で
あ
る
（
京
都
府
立
総
合
資
料
館
架
蔵
「
古
久
保
家
文
書
」
中
の
、

「
番
日
記
」
と
総
称
さ
れ
る
、
中
間
支
配
者
町
代
の
職
務
記
録
に
よ
る
）
。
領
主

需
要
を
充
た
す
た
め
に
錺
師
、
瓦
師
、
畳
屋
、
翠
藁
葺
、
鍛
冶
屋
、
左
官
、
屋
根

屋
に
触
頭
が
設
け
ら
れ
る
の
は
元
禄
十
五
（
一
七
〇
二
）
年
、
十
六
年
の
こ
と
で

あ
り
（
『
京
都
町
触
集
成
』
第
一
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
三
年
、
三
二
入
、
三
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六
五
、
三
六
九
～
三
七
三
号
。
な
お
、
以
下
『
町
触
騙
①
－
三
二
八
の
よ
う
に
略

　
記
す
る
）
、
経
済
、
治
安
の
統
制
上
、
組
織
形
成
が
早
い
と
さ
れ
る
米
屋
、
質
屋

　
に
つ
い
て
さ
え
も
、
仲
悶
組
織
を
通
し
て
触
が
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
よ

　
う
や
く
十
八
滋
紀
に
入
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
（
欄
町
触
』
第
一
巻
、
第
二
巻
）
。

④
　
こ
れ
は
、
支
配
者
が
求
め
た
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
慶
安
二
（
一
六
四
九
）
年
三

　
月
十
六
日
に
所
司
代
板
倉
重
宗
が
発
布
し
た
「
町
請
寺
請
状
取
様
重
事
」
の
第
一

　
条
に
は
「
一
此
何
と
申
者
同
国
二
て
親
名
字
町
人
者
家
名
、
百
姓
は
在
所
存
、
請

　
人
に
立
申
候
と
請
状
之
文
言
二
入
請
状
取
之
可
申
寮
」
と
あ
る
（
中
井
家
文
書
）
。

⑤
「
番
日
記
」
（
古
久
保
家
文
書
）
。

⑥
．
秋
山
国
三
前
掲
書
。

⑦
　
西
竹
屋
町
の
明
暦
二
年
七
月
付
の
町
式
臼
に
は
「
人
請
又
家
禽
売
買
之
白
井
借

　
屋
請
等
迄
、
た
と
ひ
錐
為
親
類
町
中
へ
理
り
、
帳
に
其
名
を
書
し
る
し
、
其
後
請

　
ユ
立
可
申
候
、
其
外
他
人
之
請
二
立
申
事
町
之
法
度
之
掟
な
り
」
と
あ
り
（
西
竹

　
屋
町
文
書
）
、
ま
た
柳
八
幡
町
で
は
享
保
元
年
の
町
式
渇
に
、
「
万
四
二
立
申
竣
竪

　
A
T
停
止
帰
賦
、
若
不
叶
義
二
執
醐
二
立
候
ハ
」
、
年
寄
＋
刀
江
断
可
由
甲
横
恢
、
密
≧
二
内
証

　
二
て
請
二
立
申
仁
御
座
候
は
可
為
越
度
事
」
と
あ
る
（
梱
八
幡
町
文
書
）
。

⑧
　
吉
田
伸
之
「
町
人
と
町
」
。

⑨
京
都
に
お
け
る
享
保
改
革
の
内
容
、
意
義
に
つ
い
て
は
今
後
検
討
を
要
す
る
が
、

　
大
鵬
勘
定
の
廃
止
の
他
、
町
を
基
礎
と
し
た
消
防
捌
度
の
整
備
が
図
ら
れ
た
こ
と
、

　
宗
門
帳
の
提
田
を
、
町
組
単
位
で
は
な
く
個
別
町
で
行
う
よ
う
に
し
た
こ
と
、
町

　
儀
に
関
す
る
詳
細
な
申
し
渡
し
が
な
さ
れ
た
こ
と
（
『
町
触
』
①
⊥
四
〇
二
～
三
）

　
な
ど
、
十
七
世
紀
半
ば
に
牧
野
親
成
に
よ
っ
て
立
て
ら
れ
た
、
個
別
町
を
支
配
の

　
基
礎
と
す
る
原
則
が
徹
底
さ
れ
た
も
の
と
捉
え
ら
れ
る
。
な
お
、
鎌
田
道
隆
氏
が

　
『
京
田
の
量
販
』
（
獅
原
書
店
、
一
九
七
七
年
）
の
中
で
、
幕
廣
政
治
の
・
甲
で
の

　
京
都
の
地
位
が
低
下
し
た
こ
と
に
伴
う
民
政
の
強
化
、
と
い
う
視
点
か
ら
京
都
の

　
享
保
改
革
に
つ
い
て
叙
述
さ
れ
て
い
る
。

⑩
　
西
陣
地
域
で
の
例
を
見
る
と
、
十
八
世
紀
初
頭
に
は
織
手
奉
公
人
の
統
制
に
つ

　
い
て
西
陣
の
町
組
が
願
い
出
、
以
後
毎
年
町
組
独
自
に
組
内
に
統
欄
の
触
を
出
し

　
て
い
た
が
（
古
久
保
家
文
書
）
、
宝
暦
年
間
に
は
ほ
ぼ
同
様
の
内
容
の
条
文
を
持
つ

　
触
が
町
奉
行
所
か
ら
、
西
陣
及
び
そ
の
周
辺
地
域
に
出
さ
れ
て
い
る
（
『
町
触
』

　
④
一
四
九
〇
）
。
西
陣
の
町
組
が
既
に
織
手
奉
公
人
を
統
舗
す
る
機
能
を
失
っ
て
い

　
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

⑪
『
町
触
』
②
1
五
五
七
。

⑫
『
町
触
』
②
一
六
二
七
。

⑬
『
町
触
』
②
↓
ハ
七
四
。

⑭
　
享
保
初
年
頃
の
成
立
と
推
定
さ
れ
る
。

⑮
『
町
触
』
②
…
九
〇
七
。

⑯
『
町
触
』
②
⊥
二
七
一
。

⑰
　
　
『
町
触
』
②
⊥
二
九
九
。

⑱
『
町
触
』
②
⊥
三
八
六
。

⑲
『
町
触
』
②
⊥
四
＝
二
。

⑳
「
番
日
記
」
は
、
こ
の
時
期
金
融
機
関
の
借
金
銀
が
原
因
の
出
入
、
家
出
察
件

　
を
多
く
書
き
留
め
て
い
る
。

⑳
　
町
頭
南
町
で
は
、
享
保
四
年
の
町
式
目
で
「
御
公
儀
様
御
上
納
駕
御
為
替
拝
借

　
被
致
義
、
向
後
町
内
法
度
」
と
し
て
い
る
（
町
頭
南
町
文
書
・
京
都
府
立
総
合
資

　
料
館
架
蔵
）
。

⑫
　
「
番
日
記
」
は
宝
潜
入
年
二
月
二
十
六
日
の
宮
川
筋
壱
町
目
で
起
こ
っ
た
箏
件

　
を
記
し
て
い
る
。

⑳
　
十
八
世
紀
初
め
か
ら
借
屋
賃
の
値
上
げ
を
め
ぐ
る
家
主
と
借
屋
人
の
争
論
が
発

　
生
し
て
き
た
ら
し
く
、
最
初
の
契
約
通
り
と
す
べ
し
、
と
の
触
が
再
三
嵐
さ
れ
て

　
い
る
（
『
町
触
』
①
－
四
九
七
、
一
二
三
一
、
一
一
一
四
六
な
ど
）
。
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近世中期京都の都市構造の転換（塚本）

二

諸
会
所
設
立
の
出
願
と
町
・
町
組
の
反
対
運
動

　
－
宝
麿
「
新
規
願
」
一
件
1
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

宝
暦
十
四
（
｝
七
六
四
）
年
四
月
、
下
京
の
上
艮
組
で
は
次
の
よ
う
な
申
合
せ
を
行
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
上
艮
組
連
印
一
札

　
　
二
近
年
新
規
之
義
智
嚢
、
或
ハ
会
所
相
盗
其
身
分
不
相
応
之
御
冥
加
銀
杯
ヲ
申
上
、
其
上
色
≧
諸
中
間
ヲ
相
企
、
町
≧
難
義
二
不
相
潮
候
様
二
号
上
候
得

　
　
　
共
自
然
与
商
売
諸
職
人
差
支
二
相
成
、
及
騒
動
申
候
、
願
人
在
之
候
ヘ
ハ
御
上
二
御
取
上
ケ
御
苦
労
被
為
成
候
、
然
ル
懸
鯛
町
分
裏
借
屋
等
二
釜
迄
、

　
　
　
不
寄
何
事
二
重
規
之
義
差
支
多
有
之
候
二
付
、
願
出
申
間
敷
旨
先
達
狸
藻
合
憲
候
、
惣
而
願
出
息
出
ハ
年
寄
五
人
組
へ
相
届
可
申
候
、
万
一
不
相
断
何

　
　
　
れ
之
町
δ
願
出
候
者
有
之
候
ハ
Σ
、
其
町
内
聞
付
次
第
急
度
願
下
ケ
可
為
致
候
、
若
齢
違
替
之
儀
申
候
ハ
㌧
、
組
町
中
相
掛
之
、
寒
威
品
二
ま
り
町
義

　
　
　
相
背
候
段
申
立
、
其
所
立
退
キ
御
願
可
申
上
空
、
漆
掻
≧
之
内
願
人
等
一
所
二
軍
晩
霜
年
寄
五
人
組
候
ハ
Σ
、
其
組
差
置
キ
可
中
蒔
、
是
粗
相
慎
可
申

　
　
　
候
事

　
　
右
之
趣
少
も
違
背
申
間
敷
旨
、
組
≧
年
寄
立
会
連
印
傍
而
如
件

　
　
　
　
宝
暦
十
四
年
申
四
月
　
　
　
　
連
印
次
第
不
同

　
　
　
古
京
上
艮
組
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
他
の
い
く
つ
か
の
町
組
で
も
同
時
期
同
内
容
の
申
合
せ
が
確
認
で
き
、
京
都
の
全
町
組
が
岩
組
毎
に
行
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
史
料

か
ら
、
①
こ
の
時
期
に
会
所
・
仲
間
立
を
企
て
る
「
新
規
之
儀
」
の
出
願
が
頻
発
し
て
い
る
こ
と
、
②
町
・
町
組
は
そ
れ
に
反
対
し
、
支
配
者

の
命
令
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
独
自
に
申
合
せ
を
行
っ
て
い
る
こ
と
、
が
わ
か
る
。
二
つ
と
も
以
前
に
は
無
か
っ
た
新
た
な
動
き
で
あ
り
、
そ

し
て
こ
れ
は
先
に
見
た
混
乱
状
況
を
う
け
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
近
世
都
市
京
都
が
大
き
な
転
換
期
を
迎
え
て
い
る
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。
以

下
こ
の
画
期
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
一
節
で
は
「
新
規
之
儀
」
出
願
の
内
容
、
願
い
出
た
老
及
び
そ
の
意
義
を
、
二
節
で
は
町
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・
町
組
の
反
対
の
論
理
、
意
義
を
、
三
節
で
は
支
配
者
側
の
対
応
を
見
て
い
き
た
い
。

0り

@
「
新
規
願
」
に
つ
い
て
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近
世
に
お
い
て
支
配
権
力
は
、
政
策
を
常
に
一
方
的
に
実
施
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
住
民
側
の
意
向
を
受
け
入
れ
る
側
面
が
あ
っ
た
。
支
配

意
志
の
発
現
で
あ
る
法
令
に
も
そ
れ
が
あ
ら
わ
れ
る
。
京
都
町
中
に
対
し
て
出
さ
れ
た
町
触
の
中
に
は
「
願
触
」
と
分
類
さ
れ
る
、
住
民
の
訴

え
に
よ
っ
て
出
さ
れ
た
触
が
あ
る
。
表
1
に
そ
れ
を
ま
と
め
た
が
、
十
八
世
紀
初
頭
ま
で
は
、
個
人
の
利
益
の
保
護
、
仲
間
外
営
業
の
統
制
な

ど
、
出
願
者
の
既
得
権
の
主
張
に
対
し
町
奉
行
所
が
そ
れ
を
確
認
し
た
も
の
が
中
心
で
あ
る
。
し
か
し
、
享
保
末
年
ご
ろ
か
ら
そ
れ
と
は
異
な

る
部
類
の
願
触
が
出
る
よ
う
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
従
来
の
原
則
の
確
認
で
は
な
く
現
状
を
変
更
す
る
政
策
の
提
案
が
な
さ
れ
、
町
奉
行
所
が

そ
れ
を
認
可
す
る
旨
告
げ
る
か
、
あ
る
い
は
賛
否
を
町
々
へ
尋
ね
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
提
案
こ
そ
が
ま
さ
し
く
「
新
規
之
儀
」
で
あ
り
、
そ

し
て
そ
れ
は
宝
暦
末
年
に
集
中
し
、
町
の
側
か
ら
「
新
規
願
」
と
総
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
（
衷
2
参
照
）
。
そ
の
中
で
町
側
が
特
に
強
い
拒
絶

反
応
を
示
し
た
の
が
、
借
屋
請
会
所
、
半
季
奉
公
人
改
会
所
、
町
夫
火
消
人
足
請
負
の
出
願
で
あ
っ
た
。
こ
の
三
つ
の
出
願
内
容
を
検
討
す
る

こ
と
で
、
「
新
規
願
」
の
一
般
的
特
徴
を
抽
出
す
る
こ
と
と
す
る
。

　
ま
ず
借
屋
請
会
所
に
つ
い
て
。
こ
の
出
願
は
、
確
認
で
き
る
限
り
享
保
十
七
二
七
三
二
）
年
を
初
出
と
し
て
九
度
を
数
え
る
（
表
2
の
2
・
8

～
1
1
・
1
3
・
1
5
・
1
9
・
5
3
）
。
こ
こ
で
は
宝
暦
十
（
一
七
六
〇
）
年
四
月
に
町
へ
下
問
さ
れ
た
も
の
を
中
心
に
見
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
前
年
の
宝
暦
九
年
七
月
に
、
出
願
書
の
内
容
に
つ
い
て
の
町
奉
行
所
の
問
い
質
し
に
対
す
る
返
答
書
が
出
さ
れ
て
お
り
、
出
願
自
体
は
こ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

に
先
立
っ
て
行
わ
れ
た
の
だ
が
、
こ
の
返
答
書
と
町
奉
行
所
よ
り
出
さ
れ
た
町
へ
の
尋
書
か
ら
知
ら
れ
る
出
願
の
内
容
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

①
借
屋
人
の
請
人
に
立
ち
、
請
印
料
と
し
て
借
屋
人
か
ら
請
人
に
立
っ
た
時
及
び
五
節
句
毎
に
一
定
額
の
金
銭
を
徴
収
す
る
。
②
困
窮
、
病
気

の
借
屋
人
に
は
、
滞
っ
た
借
屋
賃
の
弁
済
や
、
相
応
の
合
力
を
行
う
。
③
借
屋
人
が
名
霞
銀
・
小
貸
会
所
銭
を
分
量
相
応
に
借
り
受
け
、
家
主

・
町
中
が
迷
惑
し
て
い
る
の
で
、
以
後
は
借
用
時
に
請
人
の
加
判
を
必
要
と
さ
せ
る
。
④
家
主
が
借
屋
の
明
け
渡
し
を
望
ん
だ
時
に
は
、
た
だ
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表
2
　
《
「
新
規
願
」
一
覧
》
　
（
年
月
日
欄
は
、
◎
が
認
可
さ
れ
た
時
、
○
が
下
問
さ
れ
た
晴
、
△
が
出
願
さ
れ
た
時
、
×
が
差
戻
し
・
差
留
と
な
っ
た
時
を
示
す
）

年
　
月
　
日

　
×
享
保
一
六
（
　
七
三
一
）
一
マ

一二〇
　
　
一
七
（
一
七
三
二
）
一
一
・

〇
　
一
八
（
葦
ぎ
寧

㎝晶　
◎
　
　
充
（
一
葦
四
）
五
・

四五
◎

九

　
×
　
　
二
〇
（
ぞ
三
五
）
二
・

六　
○
元
文
三
一
七
四
〇
）
干

七
　
△
寛
保
一
（
老
四
一
）
一
一
・

八九
一〇＝

△
延
享
一
（
署
四
四
）
＝
・

△
　
　
　
只
署
四
五
）
一
・

△
　
　
　
　
五
（
一
七
四
八
）
六
・
二
冨

内

容

質
屋
仲
間
　
行
事
定
・
隠
シ
質
吟
味

借
屋
請
会
所
　
十
六
ケ
所
二
請
人
定
置
、
家
明

　
時
講
負
、
借
屋
賃
滞
の
扱
い
、
借
屋
の
斡
旋
、

　
毎
年
表
借
屋
よ
り
壱
匁
五
分
、
裏
借
麗
よ
り

　
七
分
五
厘
微
収

町
夫
火
消
人
足
請
負
　
家
並
二
五
六
文
宛
、
つ

　
る
へ
な
わ
一
ひ
ろ
二
九
文
宛
、
一
ケ
年
二
井

　
芦
壱
つ
二
四
筋
宛
軒
役
売
渡

銭
小
心
会
所

上
納
銀
貸
付
会
所

和
田
改
惣
問
屋

町
夫
火
消
人
足
請
負
　
蔚
役
二
月
六
七
銭
宛

借
屋
請
会
所
少
≧
之
世
話
料
申
受

借
屋
請
会
所
少
≧
之
世
話
料
申
受

借
屋
請
会
所
少
≧
之
世
話
料
申
受

借
屋
請
会
所
　
家
明
時
請
負
、
貧
窮
人
ハ
難
儀

　
不
孝
下
様
、
判
官
ハ
是
迄
致
来
汐
勝
手
一
一
成

　
候
様
、
是
迄
家
請
人
二
二
旧
来
候
も
の
ハ
勝

　
手
次
第

出
　
願
　
人

中
京
質
屋
共

上
長
者
町
新
町
東
へ
入
町

　
　
　
　
　
井
口
久
左
衛
門

高
倉
通
松
原
上
ル
町

　
　
　
　
井
筒
屋
喜
左
衛
門

上
納
銀
貸
付
会
所

下
問○○○○

町
奉
行
所
の
認
識
・
対
応

惣
質
屋
共
不
得
心
、
第
一
新

規
事
難
申
付

貧
窮
指
詰
り
候
者
く
つ
ろ
き

の
た
め

願
人
自
分
之
勝
手
を
存
、
世

上
之
益
二
不
相
成
候
二
付
、

不
取
上
候

御
役
所
汐
差
免
候
尋
者
難
被

成
候
事
二
候
、
然
と
も
相
対

二
而
請
判
い
た
し
候
義
差
留

候
義
二
而
も
無
之
候
得
共
、

御
役
所
汐
不
及
御
貧
着

認
可○○

出

典

『
町
触
』
②
－
四
六
八

『
町
触
』
②
血
四
く
－
蓋
O

『
町
触
』
②
－
五
老

『
町
触
』
②
夫
毛

『
町
触
』
②
夫
七
四

『
町
触
』
②
1
七
［
三

『
町
触
』
②
⊥
上
声

「
番
日
記
」

「
番
日
記
」

「
番
黛
記
」

「
番
日
記
」
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三
△
宝
暦
二
（
一
蓋
二
）
一
一
・
熟

三　
〇
宝
暦
四
（
一
七
茜
）
五
・

圏
×

識
×

七六
××

識
（
一
七
憂
）
一
〇
・
九

七（

ﾑ
五
七
）
ヤ
丑

八
（
一
七
五
八
）
　
騙
・
　
箕

　
　
　
　
四

天　
○
　

知
（
ぞ
五
九
）
六
・
一
〇

覧　
○
宝
暦
6
（
出
自
〇
）
四
・

一〇xo

一〇

植
木
仲
間

借
屋
請
会
所
　
積
料
相
立
不
申
家
替
不
仕
嫉
者

　
杯
引
請
、
困
窮
借
屋
人
へ
合
力
、
是
迄
判
料

　
不
出
者
ハ
是
迄
通
、
是
迄
家
請
渡
世
の
者
は

　
家
請
人
数
へ
加

他
国
登
の
醤
油
揚
荷
所

借
屋
請
会
所

盗
品
吟
味
　
町
≧
吟
味
、
年
嵜
改
、

茶
屋
旅
籠
屋
奉
公
人
改
所

書
付
取

脚
夫
火
消
人
足
請
負
　
軒
役
月
二
五
塵
ツ
㌧

借
屋
請
会
所
　
借
屋
賃
滞
之
扱
い
、
困
窮
借
屋

　
人
へ
合
力
、
家
明
時
請
負
、
借
屋
人
の
蛋
目

　
銀
・
小
貸
銭
等
借
用
晴
加
判
、
新
た
な
請
人

　
取
替
で
な
く
以
後
糟
対
之
上
、
最
初
表
借
屋

　
壱
匁
壱
分
五
厘
、
裏
借
屋
七
分
六
厘
、
五
節

　
句
毎
表
借
醗
四
分
八
厘
、
裏
借
屋
三
分
を
会

　
所
へ
納
入

町
夫
火
消
人
足
請
負
無
銭
二
而

髪
結
会
所
　
手
問
取
入
口
、
年
頭
八
朔
勤
度

一
条
千
本
西
入
丁
祐
十
郎
、
聚
，

楽
富
中
町
藤
十
郎
、
千
本
下
立

売
上
智
木
工
兵
衛
、
七
本
松
元

誓
願
寺
行
当
助
五
郎
、
東
今
小

路
丁
田
兵
衛

加
茂
用
筋
南
孫
橋
町
、
医
師
伊

藤
文
治
・
大
黒
屋
吉
兵
衛

室
町
椹
木
町
上
ル

　
　
万
屋
吉
右
衛
門
外
弐
人

颯
条
堀
州
東
入
町
銭
屋
七
郎
兵

衛
　
猪
熊
仏
光
寺
下
ル
町
家
原

源
之
丞
　
醒
井
仏
光
寺
下
ル
町

伽
甲
屋
蹴
由
兵
衛
　

一
条
室
謹
明
東
へ

入
町
釜
屋
宇
兵
衛

東
洞
院
高
辻
上
ル
町
柏
屋
小
八

下
塔
之
壇
町
万
屋
源
兵
衛

左
官
触
頭
池
田
喜
兵
衛
　
大
宮

四
条
下
ル
町
藤
屋
吉
右
衛
門

猪
熊
仏
光
寺
下
ル
町
海
老
屋
弥

右
衛
門
　
一
条
室
町
東
入
町
松

屋
九
兵
衛

日
雇
仲
間
入
組

海
老
屋
仁
右
衛
門
此
外
七
人

○○oo○

新
規
之
義
二
付
取
上
難
被

成
、
願
書
御
返

他
國
醤
油
引
請
候
者
へ
尋
、

高
直
二
成
候
由
書
付
御
返

シ
、
不
取
上

御
取
上
難
被
成
、
下
二
選
相

対
を
以
請
二
立
候
儀
ハ
不
及

御
頓
着
候
旨
被
仰
渡
候

難
被
仰
付
、
願
書
御
町

不
国
璽
の
願
、
殊
新
規
之
儀

二
付
御
取
上
無
之

御
取
上
無
し

○

「
番
日
記
」

『
町
触
』
③
∴
究
八

「
番
日
記
」

「
番
日
記
」

「
番
日
記
」

「
番
日
記
」

町
頭
南
町
文
書

「
番
日
記
」

町
頭
南
町
文
書

『
町
触
』
④
1
三
八
五

「
番
日
記
」
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一
三

奎
◎
　
　
二
（
一
実
一
）
五
・

◎
　
　
三
（
一
葉
二
）
　
一
∴
層

四
×

灘六仁
一
天

◎◎

ゼ
三
・

㎜
干
天

〇
　
　
一
三
（
一
葉
三
）
怨
・

◎
〇九
××××

四二
XX

歪　
×

四
・
莞

西
（
一
芙
四
）
一
一
・

　
　
　
　
二
・　茎二

二
・
二
一
晶

二
・
二
三

手
壼

持
寄
銀
改
会
所
　
諸
名
目
銀
乱
狩
寄
銀
致
シ
洛
…

　
方
付

半
黍
奉
公
人
改
会
所
　
五
十
ケ
所
二
口
入
之
者

　
定
置
、
奉
公
人
の
不
碍
勤
方
の
統
制
、
奉
公

　
人
直
相
対
の
雇
用
禁
、
給
銀
之
内
半
季
百
匁

　
二
付
四
匁
、
口
入
之
者
へ
口
入
料
差
出

京
大
津
茶
屋
風
呂
屋
旅
籠
屋
煮
売
屋
女
奉
公
入

　
鶴
瀬
肝
煎
取
〆
改
行
纂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

晒
布
会
所
毎
月
家
持
銀
壱
匁
、
表
借
屋
七

　
分
、
裏
借
屋
四
分
長

女
奉
公
人
召
抱
時
先
貸
給
銀
振
替
所
　
割
印
料

　
百
目
二
付
五
匁
宛

町
央
火
消
入
足
請
負
大
津
道
平
均
、
壱
軒
役

　
二
付
毎
月
弐
分
壱
厘

宿
屋
共
貸
座
敷
忍
所
　
印
鑑
渡
置
、
省
札
紫
野

　
月
壱
軒
役
世
銀
七
分

口
入
改
会
所

鶏
卵
納
屋
会
所

和
州
大
川
筋
入
用
上
納
取
次
所

端
≧
所
≧
二
小
便
桶
弐
つ
宛
差
置

借
屋
も
の
引
取
人
ユ
相
立
印
料
取
之
山
畑

荒
物
屋
取
〆
、
印
料
被
下
口
度

油
屋
仲
間
為
取
〆
寄
会
会
所

車
屋
町
二
条
下
町
杉
屋
勘
三
郎

西
陣
笹
屋
五
町
目

　
　
　
　
平
の
や
十
二
衛
門

　
　
　
　
越
後
や
徳
兵
衛

八
壊
上
町

高
倉
二
条
上
ル
町
い
せ
屋
喜
助

大
文
し
屋
利
兵
衛
・
大
坂
屋
荒

次
郎

御
…
幸
町
六
角
下
ル
町
堺
屋
庄
士
口

山
人
宮
三
下
上
ル
町
米
屋
新
蔵

三
田
次
郎
三
郎
外
三
人

三
本
木
上
之
町
徳
倉
量
義
兵
衛

同
所
中
之
町
山
城
屋
理
右
衛
門

南
都
中
御
門
町
布
屋
吉
兵
衛

建
仁
寺
門
前
輔
魍
町

　
　
　
　
　
八
百
屋
佐
兵
衛

高
瀬
辮
筋
腱
頭
町
俵
屋
伊
助

姉
小
路
高
倉
西
へ
入
町

　
　
　
　
　
伊
勢
屋
庄
兵
衛

高
倉
三
条
上
ル
町
丸
屋
彦
兵
｛
衛

油
仲
買
年
行
事
松
歴
源
兵
衛

　
　
　
　
　
　
井
筒
屋
次
兵
衛

○○○○

不
矯
之
義
有
之
候
野
付
、
此

度
改
行
事
支
配
共
紙
園
八
軒

金
屋
弁
蔵
へ
申
附

置
問
屋
井
商
人
共
吟
味
を

遂
、
願
之
通
申
付

宿
鼠
渡
世
之
も
の
共
呼
出
シ

遂
吟
味
堂
上
、
何
之
差
支
無

之
旨
申
之
二
付
、
願
之
通
申

付
差
支
在
之
二
付
器
差
留

御
取
上
無
之

○○○○○○○

『
町
触
隠
④
西
突

『
町
触
』
④
夫
毛

『
町
触
』
④
↓
⊆

『
町
N
齢
肱
』
　
命
W
I
八
一
一

『
町
触
』
④
人
毛

『
町
触
』
④
1
八
五
八

『
町
触
阻
④
1
発
ハ

「
番
日
記
」

「
番
β
記
」

「
番
日
記
」

「
番
日
記
」

「
番
日
記
」

「
番
日
記
」

「
番
日
記
」
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モe天

××

　晶

ｪ　
×

莞　
×

西
O
　
×

瞬

×

四四
××

四
四　
×

四蹴ヨ
六五
××

四
七　
×

四
八　
×

究

○

五

一一

O
五

凱
・
二

塁
二

一
＝
蓋3工五

三
・
二二二

一一
黶E三

・
二

四

蝋
燭
屋
会
所

尺
座

大
津
海
道
道
繕

夜
見
せ
商
人
取
〆

真
鍮
箔
会
所

宿
次
飛
脚
会
所

金
箔
仲
買
改

雛
か
る
た
屋
改
所

在
≧
質
会
所

刀
脇
指
小
道
具
会
所

風
呂
株

茶
屋
年
寄

小
道
具
屋
井
五
組

町
失
火
消
人
足
請
負
　
会
所
建
、
加
茂
川
筋
二

　
条
通
、
四
条
通
、
松
原
通
の
三
ケ
所
二
仮
柵

ご
条
川
東
若
竹
町
三
木
歴
平
五

猪
熊
椹
木
町
上
ル
町

　
　
　
　
片
岡
屋
吉
左
衛
門

大
宮
七
条
上
ル
弐
品
目
北
村
屋

惣
次
郎
代
利
兵
衛

北
村
惣
次
郎
、
五
条
橋
下
南
京

極
町
坂
本
屋
忠
兵
衛
、
宮
川
筋

四
町
目
小
松
星
喜
兵
衛

姉
小
路
猪
熊
東
へ
入
町
丹
波
屋

与
八
郎
　
角
屋
伊
兵
衛

四
塚
町
問
屋
又
右
衛
門
、
年
寄

伝
兵
衛
、
庄
兵
衛
、
肝
煎
武
兵

衛西
洞
院
二
条
上
ル
町
亀
や
佐
介

東
堀
川
御
池
下
ル
町
か
つ
ら
姫

松
屋
太
助
、
山
崎
屋
鏡
川

三
宅
新
右
衛
門
、
佐
々
木
新
蔵

　
代
喜
兵
衛
　
山
田
清
蔵

佐
々
木
新
蔵
　
代
喜
兵
衛

西
京
大
宮
町
百
姓
五
郎
兵
衛

二
条
難
語
南
孫
橋
町

　
　
　
　
伊
勢
屋
吉
左
衛
門

傾
誠
町
之
内
大
坂
織
太
郎
右
衛

門
外
三
人

堺
町
二
条
上
ル
町
木
村
平
兵
衛

○

新
規
之
儀
二
付
御
取
上
無
籍

新
規
之
願
二
付
御
取
上
難

被
成

此
度
相
止
メ
申
附

此
度
相
止
メ

御
益
料
不
納
二
付
此
度
御
着

留冥
加
銀
以
来
指
上
二
不
及
、

茶
屋
株
之
者
共
汐
出
銀
取
集

候
義
も
無
用
、
尤
茶
屋
年
寄

役
料
之
義
ハ
相
対
次
第

此
度
其
方
汐
依
願
御
指
留
被

成
撮
眺
雷
辮
二
冊
…
ハ
鉦
…
吟
ん
伝
豚
、
御
脚

役
所
汐
御
指
留
被
成
候

oo○O
「
番
日
記
」

「
番
日
記
」

「
番
日
記
」

「
番
日
記
」

「
番
日
記
」

「
番
日
記
」

「
番
日
記
」

「
番
日
記
」

「
番
日
記
」

「
番
日
記
」

「
番
日
記
」

「
番
日
記
」

「
番
日
記
」

蕃
長
寺
町
文
書
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琶賦　ヨニ置　瓢四　三三ニ　一置
五五五五八e ○

四

△
　
　
　
　
　
　
四
・

△
　
　
　
　
　
　
甲

◎
明
和
三
（
【
山
留
ご
マ

○

七
（
一
員
O
）
三
・

◎
安
永
【
（
二
七
黒
）
四
∴
毛

◎

四
（
一
七
蓋
）
一
一
・

◎
天
明
三
（
署
八
三
）
三
・

（）

@
　
　
　
丑
（
一
七
八
瓢
）
一
一
一
・

　
（
以
下
略
）

建
、
橋
銭
徴
収
、
冥
加
金
毎
年
五
百
両

町
夫
火
消
人
足
講
負
　
火
之
見
小
屋
建
、
惣
会

所
一
ケ
所
、
壱
軒
二
毎
年
百
文
、
壱
ケ
年
二

　
四
度
町
≧
井
戸
釣
瓶
縄
懸
替
、
代
料
ハ
下
立

　
売
汐
上
ハ
縄
壱
筋
七
分
、
下
立
売
汐
下
ハ
五

　
分
ッ
」

金
銭
延
商
売
会
所

借
屋
請
会
所
　
会
所
、
町
≧
へ
印
鑑
、
目
印
二

　
半
季
二
表
借
屋
壱
匁
五
分
、
裏
借
屋
八
分
、

　
家
明
晴
会
所
へ
引
取
、
懸
り
合
等
引
請
塒

　
明
、
困
窮
人
、
長
病
、
親
類
無
之
者
会
所
へ

　
引
請
、
施
薬
養
生

寄
宿
貸
座
敷
改
所
　
印
燃
料
銀
七
匁
、
毎
月
壱

　
軒
二
七
分
つ
㌧

旅
雛
屋
煮
売
屋
株
引
請
貸
付
、
五
条
橋
永
≧
掛

　
直
修
復

金
銀
貸
借
口
入
渡
世
農
事

銭
小
貸
会
所
　
店
借
之
者
共
銀
子
通
用
之
為

東
洞
院
松
原
下
ル
町

　
　
　
伏
見
屋
源
右
衛
門

大
腿
篇
涌
㎝
松
原
上
ル
町

　
　
　
　
笹
屋
七
右
衛
門

新
町
綾
小
路
下
ル
町

　
　
　
大
文
宇
屋
新
五
郎

御
幸
町
大
文
字
町

　
　
　
　
升
屋
六
右
衛
門

二
三
組
大
喜
屋
平
兵
衛

江
戸
駒
込
丸
山
新
町

　
　
　
　
矢
野
利
右
衛
門

清
水
門
前
南
町
目
堺
屋
庄
吉

五
条
橋
永
≧
引
蕃
人
河
内
麗
正

七
、
金
屋
謹
選
衛
門
、
柏
屋
七

兵
衛
代
玉
屋
卯
兵
衛

江
戸
牛
込
横
静
町

　
　
　
平
兵
衛
店
伊
右
衛
門

新
町
四
条
下
ル
町
安
田
利
助

○○○

（
願
下
ケ
）

（
願
下
ケ
）

礼
銀
趣
守
指
話
シ
家
耽
粥
相
論
候

者
と
も
ハ
、
音
物
監
置
送
候

趣
梢
聞
謡
講
、
全
音
物
語
無

之
相
野
候
之
儀
者
曲
論
様
子

二
候
、
左
候
得
者
外
二
失
読

等
無
之
相
定
候
印
料
指
出

し
、
請
印
形
相
頼
候
方
、
却

而
勝
手
二
可
相
成
候

宿
屋
渡
世
之
者
共
呼
出
遂
吟

味
候
処
、
何
之
差
支
無
憂
旨

申
之
二
付
、
願
之
通
申
付

口
入
之
者
対
談
い
た
し
暮
露

網
対
二
可
及

○○○

善
長
寺
町
文
書

柳
八
幡
町
文
書

柳
八
幡
町
文
書

『
町
触
』
④
⊥
四
毛

『
町
触
』
⑤
⊥
爵
穴

『
町
触
』
⑤
夫
署

『
町
触
』
⑤
⊥
蓋
五

『
町
触
』
⑥
1
八
空

『
町
触
』
⑥
一
三
〇
八
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ち
に
借
屋
人
を
早
替
さ
せ
る
。
⑤
こ
の
度
新
た
に
請
人
を
一
斉
に
取
り
替
え
る
の
で
は
な
く
、
以
後
宅
替
時
に
希
望
す
る
借
屋
人
と
相
対
の
上

で
行
う
。

　
①
が
出
願
の
眼
臼
で
あ
る
が
、
少
し
補
足
す
る
と
、
他
の
出
願
人
に
共
通
し
て
、
当
時
借
屋
人
が
請
人
に
対
し
多
額
の
請
判
料
を
払
っ
て
い

る
、
と
い
う
認
識
が
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
よ
り
も
低
額
で
請
け
合
う
、
と
す
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
借
屋
人
に
と
っ
て
は
請
判
料
の
減
額

に
つ
な
が
り
、
家
主
に
と
っ
て
は
借
屋
賃
、
借
屋
明
け
渡
し
等
借
屋
人
と
の
間
の
種
々
の
難
題
の
解
決
者
を
得
、
町
に
と
っ
て
は
、
困
窮
の
原

因
の
】
つ
で
あ
っ
た
借
屋
人
の
金
銀
借
り
入
れ
に
つ
い
て
確
実
な
保
証
人
を
得
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
公
事
訴
訟
も
減
少
す
る

た
め
、
「
御
上
様
之
御
苦
労
も
薄
ク
相
成
、
町
中
家
主
借
屋
之
衆
中
共
筆
勢
話
御
難
義
士
無
量
勝
手
宜
」
し
く
な
る
、
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
借
屋
請
会
所
の
出
願
は
九
回
の
事
例
の
う
ち
唯
こ
の
一
回
だ
け
、
実
施
に
移
さ
れ
る
。
宝
暦
十
二
年
十
二
月
二
日
に
は
次
の
よ
う
な
触

が
出
さ
れ
て
い
輸
・

　
　
西
公

　
　
町
≧
借
屋
之
者
共
実
之
親
類
家
持
無
難
、
家
請
人
相
立
候
も
の
無
頼
借
屋
も
の
、
相
対
之
上
腿
之
印
料
を
取
家
鼠
二
粗
立
、
尤
目
印
を
差
出
シ
町
≧
向
寄

　
　
二
家
請
会
所
之
も
の
蘭
引
請
二
蒲
差
配
節
候
借
屋
請
人
差
置
、
右
引
請
之
請
状
二
候
故
、
会
所
之
者
も
致
奥
印
候
儀
、
先
達
而
願
出
差
免
置
候
、
然
ル
処

　
　
右
差
配
歯
向
雲
叢
外
内
証
二
而
印
料
を
取
家
暴
い
た
し
候
も
の
も
有
之
由
二
候
、
右
躰
之
者
有
之
候
而
者
趣
意
、
取
〆
り
不
相
成
難
義
之
段
寒
露
塁
間
、

　
　
以
来
印
料
を
取
無
縁
之
者
之
家
請
印
形
い
た
し
申
間
敷
候

　
　
右
之
趣
洛
中
洛
外
へ
可
相
触
者
也

　
　
　
　
午
十
二
月
二
日

　
　
　
西
公
事
繊
ル

　
後
半
部
分
は
会
所
が
充
分
に
機
能
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
後
に
少
し
触
れ
る
こ
と
と
す
る
が
、
借
屋
請
会
所
の
出
願
は
、

①
こ
の
時
期
に
家
持
の
親
類
縁
者
を
持
た
ぬ
借
屋
入
が
増
加
し
、
彼
ら
は
請
人
を
得
る
た
め
に
高
額
の
出
費
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
。
②
一
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方
、
家
主
・
町
の
側
も
こ
う
し
た
無
縁
の
借
屋
人
を
掌
握
で
き
ぬ
ゆ
え
に
困
窮
に
陥
っ
て
い
る
、
と
い
う
現
状
認
識
を
持
っ
て
、
会
所
機
構
に

よ
っ
て
こ
れ
に
対
応
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
、
と
言
え
よ
う
。

　
宝
暦
十
年
時
の
も
の
は
四
人
目
人
間
に
よ
っ
て
出
願
さ
れ
た
が
、
そ
の
代
表
老
の
池
田
喜
兵
衛
は
元
禄
十
六
（
一
七
〇
三
）
年
に
設
置
さ
れ
た

　
　
　
　
⑥

左
官
輪
留
頭
の
地
位
に
い
る
者
で
あ
っ
た
。
な
お
、
延
享
五
二
七
四
八
）
年
時
の
出
願
者
は
上
納
銀
貸
付
会
所
で
あ
り
、
仲
間
・
会
所
関
係
の

者
が
鵬
願
者
の
中
心
を
占
め
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
半
季
奉
公
人
改
会
所
は
、
町
へ
の
下
問
と
い
う
手
続
き
を
経
ず
に
、
突
如
宝
暦
十
二
年
二
月
十
七
霞
に
出
願
通
り
申
し
付
け
た
旨
の
触
が
出

　
　
⑦

さ
れ
た
。
半
季
出
代
わ
り
の
男
女
奉
公
人
が
「
近
年
不
等
之
勤
措
い
た
し
井
給
銀
等
先
キ
借
致
、
病
気
杯
申
立
不
奉
公
い
た
し
、
主
人
手
支
署

成
候
事
多
有
之
二
流
」
と
い
う
理
由
で
設
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
会
所
が
行
う
こ
と
の
内
容
は
、
①
洛
中
洛
外
五
十
ケ
所
に
奉
公
人
の
口
入

の
者
を
置
き
、
奉
公
人
の
不
均
な
勤
方
を
統
制
す
る
。
②
奉
公
人
を
雇
用
す
る
場
合
に
は
全
て
会
所
の
下
の
口
入
の
者
を
通
す
こ
と
と
し
、
直

接
の
交
渉
で
雇
う
こ
と
は
禁
止
す
る
。
奉
公
人
も
、
口
入
の
者
へ
頼
ん
で
奉
公
す
る
こ
と
と
す
る
。
③
奉
公
人
の
給
銀
の
う
ち
か
ら
一
定
額
を

口
入
料
と
し
て
徴
収
す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
半
年
単
位
で
雇
用
関
係
を
結
ぶ
流
動
性
の
高
い
奉
公
人
を
、
雇
用
者
や
町
の
代
わ
り
に

会
所
が
統
制
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
、
と
言
え
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
出
願
人
は
西
陣
笹
屋
五
町
目
平
野
屋
十
右
衛
門
、
越
後
屋
徳
兵
衛
の
二
名
で
、
職
業
、
階
層
等
は
不
明
だ
が
、
半
季
奉
公
人
と
い
う
短
期
雇

用
の
非
熟
練
労
働
老
の
需
要
が
高
く
、
そ
れ
ゆ
え
奉
公
人
問
題
が
十
八
世
紀
初
頭
よ
り
顕
在
化
し
て
い
た
西
陣
地
域
の
者
で
あ
る
こ
と
は
確
認

で
き
る
。

　
最
後
に
農
夫
火
消
人
足
請
負
に
つ
い
て
。
家
屋
敷
が
密
に
建
ち
並
ぶ
都
市
に
あ
っ
て
は
、
消
防
は
住
罠
の
生
活
維
持
の
た
め
に
最
も
基
本
的

か
つ
重
要
な
問
題
で
あ
っ
た
。
町
式
目
で
も
火
の
用
心
を
厳
し
く
求
め
、
出
火
時
に
は
町
内
の
者
全
員
が
出
動
し
、
消
火
に
あ
た
る
べ
き
こ
と

を
定
め
て
い
る
例
が
多
い
。
ま
た
近
火
の
場
合
で
も
町
の
人
間
が
漁
夫
火
消
人
足
と
し
て
駆
け
つ
け
る
こ
と
が
、
町
奉
行
所
か
ら
も
求
め
ら
れ

　
　
⑨

て
い
た
。
享
保
七
二
七
ニ
ニ
）
年
に
都
市
全
体
の
消
防
組
織
の
整
備
が
図
ら
れ
、
町
毎
に
組
入
の
人
足
を
定
め
置
き
、
梯
子
・
水
溜
等
の
火
消
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⑳

道
具
を
用
意
し
、
二
町
四
方
の
火
災
に
つ
い
て
出
動
し
て
町
奉
行
所
の
与
力
の
指
揮
の
下
消
火
作
業
に
あ
た
る
こ
と
と
し
た
。
人
足
は
町
外
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

者
を
雇
う
こ
と
を
認
め
ず
、
家
持
を
原
則
と
し
、
無
理
な
場
合
に
は
手
代
・
下
人
あ
る
い
は
借
屋
人
を
出
す
べ
き
こ
と
と
し
た
。

　
し
か
し
こ
の
制
度
は
満
足
に
機
能
せ
ず
、
享
保
期
以
降
、
出
火
時
の
町
夫
火
消
人
足
の
不
参
、
不
一
、
怠
慢
等
を
戒
め
る
触
が
度
々
出
さ
れ

　
　
⑫
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

て
い
る
。
ま
た
、
町
奉
行
所
に
よ
る
禁
止
に
も
か
か
わ
ら
ず
雇
人
に
勤
め
さ
せ
て
い
た
町
も
多
か
っ
た
。
町
夫
火
消
人
足
請
負
の
出
願
人
は
、

町
に
課
せ
ら
れ
た
こ
の
義
務
を
、
町
々
か
ら
一
定
額
を
徴
収
し
て
、
代
わ
り
に
請
け
負
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
具
体
的
な
仕
法
が
知
ら

れ
る
の
は
宝
暦
十
四
年
四
臨
時
の
二
例
（
表
2
1
4
9
、
5
0
）
で
あ
る
が
、
両
案
と
も
壷
中
に
会
所
小
屋
を
設
置
し
、
頑
健
な
者
を
常
置
し
て
消
防

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

業
務
に
あ
た
ら
せ
る
と
し
、
従
来
よ
り
も
「
自
ら
火
も
早
く
憂
事
り
歯
車
」
と
主
張
す
る
。

　
以
上
三
種
の
出
願
の
分
析
か
ら
、
「
新
規
願
」
の
特
徴
と
し
て
次
の
点
が
指
摘
で
き
よ
う
。

　
ま
ず
、
内
容
が
い
ず
れ
も
従
来
町
が
主
体
的
に
果
た
し
て
き
た
機
能
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
町
は
借
屋
請
人
を
厳

密
に
と
り
、
借
屋
人
の
諸
活
動
を
掌
握
、
統
制
し
た
。
奉
公
人
も
主
人
を
通
し
て
町
か
ら
統
制
を
受
け
る
存
在
で
あ
っ
た
。
防
火
、
消
防
は
町

内
の
者
が
自
主
的
に
果
た
す
べ
き
重
要
な
課
題
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
だ
が
、
経
済
の
発
展
に
と
も
な
う
構
成
員
の
自
立
化
、

内
部
規
制
力
の
低
下
に
よ
っ
て
町
で
は
こ
れ
ら
の
機
能
を
果
た
し
得
な
く
な
り
つ
つ
あ
り
、
そ
の
結
果
都
市
の
混
乱
を
招
い
て
い
た
。
「
新
規

願
」
の
出
願
は
、
こ
の
よ
う
な
個
別
町
で
は
担
え
な
く
な
っ
た
問
題
を
、
会
所
組
織
と
し
て
代
わ
り
に
請
け
負
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
都

市
住
民
側
か
ら
出
さ
れ
た
都
市
の
復
興
策
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
経
済
性
の
面
で
も
機
能
性
の
面
で
も
、
従
来
に
比
し
確
実
に
能
率
的

で
あ
り
有
効
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
彼
ら
は
冥
加
金
の
上
納
を
申
し
立
て
て
い
る
場
合
が
あ
る
点
で
も
明
ら
か
な
様
に
、
会
所
設
立
に
よ
っ
て
利
益
を
得
ん
と
し
て
い
る
こ
と
に

は
違
い
な
い
。
し
か
し
、
自
己
の
出
願
が
都
市
住
民
全
て
の
利
益
に
な
る
と
す
る
主
張
、
す
な
わ
ち
公
的
な
事
業
で
あ
る
事
を
意
識
し
て
い
る

こ
と
、
そ
し
て
都
市
秩
序
の
回
復
の
た
め
、
町
を
一
元
的
単
位
と
す
る
従
来
の
構
造
を
否
定
し
、
会
所
機
構
を
併
用
し
た
新
た
な
都
市
構
造
の

構
築
に
つ
な
が
る
提
案
を
し
て
い
る
こ
と
、
こ
れ
ら
は
「
都
市
住
民
の
自
治
」
を
考
え
る
上
で
大
変
大
き
な
意
義
を
有
し
た
と
言
わ
ね
ば
な
ら
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な
い
。

　
さ
ら
に
、
彼
ら
の
提
案
し
た
会
所
機
構
は
、
都
市
全
体
を
単
位
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
町
の
論
理
の
限
界
性
－
排
他
性
が
強
く
、

町
外
と
の
関
係
を
考
慮
し
得
な
い
一
を
つ
き
破
り
、
都
市
全
体
に
視
野
を
拡
大
し
た
こ
と
を
意
味
し
、
都
市
住
民
の
意
識
に
と
っ
て
画
期
的
な

も
の
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
視
野
の
広
域
性
と
、
出
願
人
の
多
く
が
十
八
世
紀
初
頭
以
降
次
々
に
成
立
し
て
き
た
職
種
共
同
体
1
1
仲
間
に
関
係
す
る
人
間
で

あ
っ
た
こ
と
と
は
、
む
ろ
ん
無
関
係
で
は
な
い
。
個
別
町
単
位
で
は
な
く
、
会
所
と
い
う
都
市
全
体
を
覆
う
機
構
を
造
る
こ
と
、
個
別
人
格
的

結
合
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
経
済
的
効
率
的
に
裏
を
行
う
こ
と
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
地
縁
共
同
体
の
町
の
論
理
か
ら
出
る
も
の
で
は
な
く
、

ま
さ
し
く
仲
間
の
論
理
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
「
新
規
願
」
の
意
義
は
、
町
の
機
能
低
下
に
よ
っ
て
起
こ
っ
た
都
市
の
混
乱
を
、
町
の
論
理
に
代

わ
っ
て
仲
間
の
論
理
に
よ
っ
て
、
そ
し
て
支
配
者
で
は
な
く
住
民
の
側
が
、
解
決
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。

働
　
町
・
町
組
の
反
対
運
動

　
「
新
規
願
」
が
都
市
秩
序
の
回
復
策
と
し
て
大
き
な
意
義
を
持
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
町
・
町
組
は
強
い
反
対
の
意
を
表
し
た
。
町

奉
行
所
か
ら
の
賛
否
の
尋
ね
に
対
す
る
町
の
返
答
よ
り
見
て
い
こ
う
。

　
町
夫
火
消
人
足
請
負
願
に
つ
い
て
、
宝
暦
九
年
六
月
時
の
場
合
、
下
京
の
町
組
の
一
つ
上
本
組
で
は
当
町
（
廻
り
番
で
勤
め
る
代
表
町
）
の
役
行

老
町
が
、
町
夫
火
消
人
足
は
「
常
≧
確
定
無
油
断
当
番
相
勤
来
り
候
ヘ
ハ
、
差
毒
水
男
役
相
勤
候
物
入
等
無
之
」
、
そ
れ
ゆ
え
新
た
な
出
費
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

招
く
こ
と
は
困
る
、
と
反
対
書
を
上
申
し
て
い
る
。
続
い
て
宝
暦
十
年
晴
の
旦
羅
八
組
よ
り
の
出
願
に
対
し
て
も
反
対
し
た
が
、
翌
十
一
年
十

月
に
町
政
の
代
表
老
が
町
奉
行
所
へ
召
し
出
さ
れ
、
「
差
支
之
謂
返
答
申
上
候
様
」
と
申
し
渡
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
町
内
の
者
へ
再
度
申
し
聞

か
せ
た
が
、
「
元
来
愚
案
之
者
日
御
座
候
得
者
、
只
不
得
心
と
斗
申
之
、
事
由
押
而
難
申
」
と
し
、
こ
の
時
は
日
雇
八
組
が
町
に
は
負
担
を
掛

け
ず
に
行
、
つ
と
し
た
だ
け
に
経
済
的
問
題
を
唱
え
ら
れ
ず
、
反
対
理
由
を
明
示
で
き
な
い
。
そ
し
て
、
「
何
共
同
敷
焙
烙
斗
御
返
答
申
上
下
義
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⑯

甚
恐
多
奉
存
」
が
、
「
是
迄
之
通
二
而
為
差
置
被
下
候
者
組
内
一
統
難
有
混
織
存
亡
」
と
、
旧
慣
の
維
持
を
た
だ
嘆
願
す
る
の
み
で
あ
っ
た
。

　
宝
暦
十
年
時
の
借
屋
請
会
所
の
出
願
に
つ
い
て
は
、
五
月
に
町
代
・
雑
色
の
持
場
別
に
代
表
者
が
町
奉
行
所
へ
召
し
嵐
さ
れ
て
返
答
を
求
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

ら
れ
、
反
対
の
意
を
伝
え
て
い
る
。
し
か
し
、
八
月
二
十
三
日
に
再
び
召
し
出
さ
れ
、
「
唯
何
と
な
し
二
是
迄
之
通
致
度
と
鼻
翼
之
儀
二
三
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

御
役
所
之
吟
味
難
詰
侯
」
と
さ
れ
、
詳
し
く
反
対
理
由
を
記
し
て
再
返
答
す
る
よ
う
命
じ
ら
れ
た
。
上
合
装
で
は
九
月
二
日
に
、
借
屋
人
と
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

持
層
と
反
対
理
由
を
書
き
分
け
て
、
返
答
書
を
提
出
し
て
い
る
。
借
屋
人
の
主
張
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
は
、
請
人
は
こ
れ
ま
で
「
親
類
縁
者

主
人
傍
輩
遣
外
年
来
馴
染
之
者
共
請
印
形
相
頼
寒
心
故
、
印
二
等
出
シ
申
儀
者
空
聾
」
、
そ
れ
ゆ
え
会
所
の
者
に
印
料
を
済
す
よ
う
に
な
っ
て
は

「
縫
之
渡
世
を
送
り
候
者
共
臨
時
之
失
墜
難
儀
仕
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
こ
の
時
の
出
願
内
容
を
思
い
起
こ
そ
う
。
会
所
は
、
家
持
の
親
類
縁
者
の
い
な
い
借
屋
人
を
対
象
と
し
、
し
か
も
希
望
す
る
借
屋

人
と
の
相
対
の
上
で
立
つ
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
請
人
に
不
自
由
し
な
い
借
屋
人
を
拘
束
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
右
の
借
屋

人
の
返
答
は
会
所
設
立
に
対
す
る
正
当
な
反
対
理
由
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
こ
の
点
、
借
屋
人
達
が
出
願
内
容
を
充
分
承
知
し
、
自
ら
の
判
断

で
こ
の
よ
う
な
見
解
を
示
し
た
の
か
、
疑
い
が
持
た
れ
る
。

　
一
方
家
持
の
方
の
主
張
は
、
「
前
≧
ず
町
内
へ
借
屋
之
請
状
請
人
方
♂
取
置
侯
儀
者
、
御
法
度
之
宗
門
又
者
武
士
之
浪
人
二
而
も
無
御
座
、

先
祖
♂
我
等
能
存
知
候
故
請
人
二
相
立
候
与
申
図
嚢
取
置
之
候
所
、
右
願
人
一
儀
者
借
り
主
意
内
井
先
祖
之
義
も
不
墨
引
請
被
申
候
義
、
末
≧

差
支
二
可
相
成
哉
と
嘆
ケ
敷
奉
存
」
と
、
借
屋
請
の
制
度
自
体
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
て
お
り
、
よ
り
真
の
反
対
理
由
に
近
い
と
思
わ
れ
る
。

つ
ま
り
こ
の
制
度
の
本
質
は
、
借
屋
人
と
人
格
的
つ
な
が
り
の
あ
る
者
が
借
屋
人
に
つ
い
て
町
に
対
し
保
証
す
る
所
に
あ
り
、
会
所
立
に
よ
っ

て
、
心
の
内
や
先
祖
に
つ
い
て
は
知
ら
ぬ
者
に
よ
っ
て
請
け
ら
れ
た
借
屋
人
が
来
住
す
る
様
に
な
っ
て
は
町
に
混
乱
を
招
く
こ
と
に
な
る
、
と

す
る
の
で
あ
る
。

　
出
願
人
が
制
度
の
改
革
が
町
の
た
め
に
も
な
る
と
す
る
の
に
対
し
、
町
の
側
は
そ
の
主
張
の
前
提
で
あ
る
「
町
の
変
容
」
を
あ
く
ま
で
否
認

し
、
従
来
通
り
の
原
則
を
堅
持
し
よ
う
と
し
て
い
る
、
と
言
え
る
。
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さ
て
、
町
々
の
反
対
に
も
か
か
わ
ら
ず
借
屋
請
会
所
は
実
施
に
移
さ
れ
、
ま
た
半
季
奉
公
人
改
会
所
も
設
置
を
告
げ
た
触
が
宝
暦
十
二
年
二

月
十
七
日
前
出
さ
れ
る
。
そ
の
四
日
後
、
下
京
の
古
町
の
上
組
が

　
　
　
⑳

提
出
し
た
。

一
体
と
な
り
「
下
古
京
八
組
」
と
し
て
次
の
よ
う
な
願
書
を
東
町
奉
行
所
へ

　
　
乍
恐
奉
願
口
上
書
　
　
　
　
　
下
京
八
組
年
寄
共

一
私
共
下
古
京
八
組
年
寄
共
二
審
御
座
候
、
是
迄
下
京
中
田
御
訴
訟
申
上
上
思
者
右
八
組
之
者
共
汐
奉
願
候
引
付
、
乍
恐
牽
雷
上
候
儀
、
近
来
新
規
之
事

豊
艶
願
申
上
候
者
御
座
候
買
付
、
町
≧
之
老
共
差
閾
無
冠
哉
駕
御
客
寓
之
上
御
尋
被
為
遊
被
下
、
難
十
二
存
候
、
依
之
差
支
有
無
之
御
返
答
申
上
候
義

　
脚
付
、
町
≧
之
者
共
相
談
仕
難
処
、
愚
痴
三
者
共
二
御
座
習
得
者
行
末
之
儀
如
何
と
奉
存
、
区
≧
二
而
相
談
及
腰
度
、
差
当
り
渡
世
之
妨
二
相
成
難
儀

迷
惑
仕
候
、
何
分
新
規
之
儀
者
多
ク
差
障
り
相
成
候
処
、
願
人
之
者
町
分
之
た
め
二
も
相
成
絵
様
御
願
申
上
候
得
共
、
少
も
町
≧
之
勝
手
二
者
相
成
不

幸
却
而
困
窮
之
基
二
罷
成
、
懇
嘆
ヶ
敷
奉
存
候
、
何
卒
諸
事
先
≧
之
通
二
全
払
差
置
被
下
畑
ハ
」
、
広
大
之
御
慈
悲
と
八
組
町
≧
之
者
墨
型
及
申
上
、

下
京
中
一
統
二
難
有
可
奉
存
候
、
以
上

　
　
宝
暦
拾
二
午
ノ
ニ
月
廿
一
日
　
　
　
　
八
組
中
連
印

　
下
問
に
応
じ
て
の
反
対
の
意
志
表
示
に
と
ど
ま
ら
ず
、
町
・
町
並
が
主
体
的
、
積
極
的
に
「
新
規
願
」
の
反
対
運
動
を
、
京
都
の
全
町
組
を

　
　
　
　
⑳

ま
き
こ
ん
で
展
開
し
始
め
た
の
で
あ
る
。
右
の
願
書
で
は
「
新
規
願
」
は
全
て
町
に
と
っ
て
有
害
無
益
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
再
三
寄

合
を
催
す
の
で
は
「
渡
世
之
妨
」
と
な
る
の
で
、
出
願
を
受
理
し
な
い
様
、
訴
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
町
奉
行
所
は
二
月
二
十
九
日
に
五
ケ
条
に
わ
た
る
書
付
を
下
し
、
願
書
の
趣
意
を
問
い
質
し
た
。

　
①
前
々
か
ら
新
規
願
が
あ
っ
た
時
に
は
、
常
に
審
議
し
て
き
た
。
受
理
せ
ぬ
様
願
う
の
は
な
ぜ
か
。
②
新
規
願
に
つ
い
て
は
、
関
係
者
に
申

し
聞
か
せ
、
差
し
障
り
が
あ
れ
ば
申
し
付
け
て
い
な
い
。
無
理
に
申
し
付
け
た
例
が
過
去
に
あ
っ
た
か
。
③
度
々
の
寄
合
で
隙
取
、
物
入
だ
と

言
う
が
、
町
限
り
で
糾
せ
ば
す
ぐ
に
わ
か
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
を
大
業
に
申
し
立
て
る
と
は
何
事
か
。
④
（
冥
加
金
等
）
奉
行
所
側
の
益
の
有

無
に
か
か
わ
ら
ず
、
願
書
は
い
ず
れ
も
一
通
り
吟
味
を
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
、
受
理
し
な
い
よ
う
願
う
と
は
、
先
例
の
あ
る
こ
と
な
の
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か
。
⑤
新
規
願
は
、
吟
味
の
上
差
障
り
が
あ
れ
ば
願
を
差
し
戻
し
て
い
る
。
差
障
り
の
あ
る
願
を
申
し
付
け
た
先
例
が
あ
る
の
か
。

　
こ
の
よ
う
に
、
ほ
と
ん
ど
叱
責
に
も
似
た
調
子
で
返
答
を
迫
っ
た
。
だ
が
、
借
屋
請
会
所
は
多
く
の
町
々
が
差
障
り
が
あ
る
、
と
し
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
ま
た
半
季
奉
公
人
改
会
所
は
、
町
触
へ
の
下
問
が
な
い
ま
ま
申
し
付
け
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
五
ケ
条
の
書
付
に
は
、
町
奉
行

所
の
「
新
規
願
」
に
対
す
る
好
意
的
姿
勢
が
示
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　
町
・
町
組
違
は
、
こ
こ
に
到
っ
て
要
求
が
容
易
に
は
通
ら
ぬ
状
況
を
認
識
し
、
ま
ず
町
組
内
の
結
束
を
図
る
。
下
京
の
上
身
組
で
は
、
三
月

初
め
に
「
下
古
京
上
艮
組
町
一
紙
連
印
」
と
し
て
、
「
太
切
成
御
願
二
御
座
候
得
者
、
縦
日
数
相
重
り
候
而
も
御
守
届
粗
骨
成
下
候
迄
御
願
申

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

二
度
」
と
、
強
い
決
意
で
申
合
せ
を
行
っ
て
い
る
。
運
動
が
町
寄
合
に
よ
る
出
費
増
大
と
い
う
些
細
な
問
題
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
町
・
血
塗

に
と
っ
て
絶
対
に
譲
れ
な
い
根
本
的
問
題
に
よ
る
、
と
自
覚
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
そ
れ
と
同
時
に
、
薪
町
の
町
組
に
対
し
初
め
て
、
今
度
の
出
訴
を
行
っ
た
こ
と
及
び
そ
の
内
容
を
伝
え
、
「
新
規
願
」
を
町
中
か
ら
出
さ
ぬ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

様
、
申
合
せ
の
案
文
を
送
り
、
町
単
位
で
申
合
さ
せ
た
。

　
そ
の
上
で
先
の
五
ケ
条
に
対
す
る
返
答
書
を
三
月
十
五
日
に
差
し
出
し
た
。
し
か
し
、
尋
問
に
つ
い
て
一
々
答
え
る
こ
と
は
「
愚
案
七
里
≧

二
二
而
御
座
候
ヘ
ハ
、
乍
恐
御
赦
免
」
下
さ
る
よ
う
に
、
と
依
然
反
対
の
理
由
を
明
確
に
し
な
い
の
で
は
あ
る
が
、
「
何
卒
御
託
非
之
上
、
前

≧
♂
御
触
書
頂
戴
仕
候
御
髪
御
座
候
ヘ
ハ
、
驚
愕
慰
を
以
町
≧
末
≧
迄
無
難
二
渡
世
相
続
キ
仕
懸
様
二
、
如
何
様
と
も
被
為
仰
付
書
下
候
ハ
玉

難
有
り
可
奉
上
」
と
し
、
「
前
≧
ず
御
触
書
」
と
は
ど
の
触
を
指
す
の
か
問
わ
れ
た
の
に
対
し
、
六
つ
の
触
を
挙
げ
て
い
る
。
単
な
る
旧
慣
維

持
の
嘆
願
か
ら
、
支
配
者
に
よ
っ
て
過
去
に
出
さ
れ
た
触
を
根
拠
と
し
て
「
新
規
願
」
を
封
じ
よ
う
と
し
て
い
る
所
に
、
運
動
の
進
歩
を
認
め

る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
さ
て
、
六
つ
の
触
書
は
内
学
的
に
三
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
一
つ
は
、
所
司
代
牧
野
親
成
に
よ
っ
て
出
さ
れ
た
朱
座
、
銀

座
以
外
の
座
骨
を
禁
止
し
た
触
に
代
表
さ
れ
る
、
座
・
仲
間
立
を
統
制
し
た
触
で
あ
り
、
二
つ
に
不
法
・
無
筋
の
出
願
の
禁
制
、
三
つ
に
触
書

を
そ
の
出
さ
れ
た
時
ぽ
か
り
で
な
く
、
年
月
を
経
て
も
そ
の
主
旨
を
忘
れ
ず
厳
守
す
る
よ
う
に
、
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
町
奉
行
所
と
し
て
は
過
去
の
触
の
効
力
を
否
定
し
得
な
い
以
上
、
譲
歩
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
閏
四
月
に
願
書
は
差
し
戻
し
た
も
の
の
、
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⑳

「
向
後
新
規
願
等
申
出
候
ハ
エ
、
年
寄
五
人
組
へ
相
届
候
様
、
町
≧
江
年
寄
五
人
組
♂
可
申
聞
置
候
」
と
申
し
渡
し
、
町
に
よ
る
「
新
規
願
」

の
規
制
を
認
め
て
い
る
。

　
し
か
し
町
奉
行
所
は
会
所
自
体
を
否
定
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
六
月
に
は
、
恐
ら
く
町
鳶
の
抵
抗
に
よ
っ
て
充
分
に
機
能
し
て
は
い
な
か
っ

た
半
季
奉
公
人
改
会
所
に
つ
い
て
、
会
所
仕
法
の
遵
守
を
申
し
渡
し
、
さ
ら
に
会
所
の
奉
公
人
口
入
の
者
を
町
々
へ
派
遣
し
奉
公
人
を
改
め
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

こ
と
、
口
入
を
通
し
て
い
な
い
奉
公
人
は
そ
の
時
申
告
す
べ
き
こ
と
を
命
じ
て
い
る
。

　
こ
れ
も
町
々
に
と
っ
て
容
認
で
き
る
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
翌
七
月
に
下
古
京
八
組
は
連
印
で
再
び
出
訴
し
、
こ
れ
ま
で
奉
公
人
は
主
人
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

直
々
の
交
渉
で
雇
わ
れ
て
お
り
、
会
所
が
設
け
ら
れ
口
入
料
を
支
払
う
の
は
困
窮
の
元
で
あ
り
、
取
り
止
め
て
欲
し
い
旨
訴
え
た
。
経
済
的
負

担
の
増
大
と
い
う
一
般
的
な
反
対
理
由
を
挙
げ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
が
、
会
所
設
立
後
既
に
四
ケ
月
た
っ
て
お
り
、
焦
点
は
、
会
所
の
者
の
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

々
へ
の
巡
園
に
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
こ
の
訴
状
は
出
願
人
の
平
野
屋
重
右
衛
門
、
薩
摩
屋
幸
次
郎
に
伝
え
ら
れ
、
両
名
は
町
奉
行
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

に
会
所
仕
法
に
つ
い
て
返
答
を
行
う
。
そ
れ
を
う
け
て
町
奉
行
所
は
、
上
下
京
古
町
総
代
合
わ
せ
て
四
名
の
者
を
呼
び
出
し
右
の
返
答
書
を
見

せ
、
か
つ
「
奉
公
人
改
二
相
廻
候
爵
者
御
権
威
ケ
間
正
儀
整
容
敷
」
と
特
に
申
し
渡
し
た
事
を
伝
え
、
そ
れ
な
ら
ば
支
障
は
無
い
か
、
と
即
答

を
迫
る
。
総
代
達
は
、
町
の
者
と
相
談
し
た
い
と
し
な
が
ら
も
、
「
右
返
答
書
之
趣
二
而
至
後
年
候
迄
も
相
替
候
儀
無
御
座
候
得
者
、
差
支
無

　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

之
候
様
奉
存
」
と
答
え
、
会
所
の
存
在
、
口
入
の
者
の
重
々
の
奉
公
人
改
を
容
認
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
町
側
の
主
要
な
関
心
は
、

会
所
に
よ
っ
て
取
り
立
て
ら
れ
る
口
入
料
で
は
な
く
、
会
所
の
者
の
「
御
権
威
ケ
間
敷
儀
」
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
に
、
町
の
「
新
規
願
」
に
反
対
す
る
真
の
理
由
が
示
さ
れ
て
い
る
。
先
に
六
つ
の
触
、
特
に
座
・
仲
間
立
の
統
制
の
触
を
提
示
し
た
こ

と
と
合
わ
せ
考
え
る
な
ら
ば
、
町
は
、
都
市
住
民
の
手
に
よ
っ
て
造
ら
れ
た
組
織
機
構
に
よ
っ
て
「
権
威
ケ
間
敷
」
統
制
さ
れ
る
こ
と
、
つ
ま

り
町
奉
行
所
と
住
民
と
の
間
に
、
地
縁
的
組
織
の
ほ
か
に
会
所
機
構
が
介
入
し
、
新
た
に
二
元
的
な
構
造
を
と
る
こ
と
に
対
し
、
強
い
抵
抗
を

示
し
た
の
で
あ
る
。
牧
野
親
成
の
触
を
反
対
の
根
拠
と
し
て
挙
げ
て
い
る
こ
と
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
町
・
町
組
の
反
対
運
動
は
町
を
基
礎

と
す
る
都
市
構
造
へ
の
復
帰
運
動
と
い
う
意
味
を
持
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
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平
々
は
、
町
奉
行
所
へ
の
訴
願
を
行
う
一
方
で
、
設
立
さ
れ
て
い
た
会
所
を
形
骸
化
さ
せ
る
べ
く
、
会
所
外
で
の
借
屋
請
専
業
者
、
奉
公
人

口
入
人
の
利
用
、
と
い
う
形
の
抵
抗
を
示
し
た
。
こ
の
よ
う
な
会
所
機
構
は
、
特
殊
な
技
能
を
持
つ
も
の
で
は
な
い
だ
け
に
営
業
の
独
占
は
困

難
で
あ
り
、
住
民
の
賛
意
が
無
け
れ
ば
充
分
に
機
能
し
得
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
こ
う
し
た
町
・
町
組
の
反
対
、
抵
抗
の
た
め
に
、
町
奉
行
所
は
宝
暦
十
四
年
一
月
七
日
置
半
季
奉
公
人
改
会
所
の
差
留
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。

続
い
て
二
月
二
日
目
は
、
持
寄
銀
改
会
所
、
宿
屋
貸
座
敷
賢
所
、
京
大
津
茶
屋
旅
籠
屋
女
奉
公
人
口
入
肝
煎
異
所
、
名
目
銀
口
入
三
会
所
が
一

　
　
　
　
　
⑭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

斉
に
差
留
ら
れ
、
ま
た
二
月
中
に
十
四
件
の
出
願
が
「
新
規
上
之
義
二
付
、
御
取
上
難
被
成
」
と
の
理
由
で
、
差
し
戻
さ
れ
た
。
町
奉
行
所
の

「
新
規
願
」
認
可
1
1
会
所
設
立
政
策
は
、
一
定
の
後
退
を
示
し
た
。

　
さ
て
、
同
年
三
月
十
五
日
、
江
戸
よ
り
勘
定
吟
味
役
の
伊
奈
半
左
衛
門
忠
宥
が
上
京
し
、
こ
の
騒
動
は
新
た
な
段
階
を
迎
え
た
。
伊
奈
は
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

月
十
八
日
に
、
野
中
全
町
よ
り
、
都
市
混
乱
の
要
因
の
一
つ
で
あ
っ
た
役
所
銀
の
借
り
入
れ
高
を
書
き
上
げ
て
提
出
す
る
様
に
命
じ
た
。
翌
碍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

書
付
を
持
参
し
た
上
図
組
の
当
町
鯉
山
町
の
年
寄
井
筒
屋
勘
兵
衛
は
、
伊
奈
配
下
の
勘
定
組
頭
大
原
彦
四
郎
よ
り
次
の
よ
う
に
申
し
渡
さ
れ
る
。

　
　
一
京
都
近
来
町
≧
之
老
共
困
窮
仕
居
候
由
、
於
江
戸
表
御
沙
汰
有
之
二
尉
、
別
而
京
都
古
町
町
人
共
老
格
翔
二
思
召
、
先
達
而
御
役
所
江
御
願
申
上
候
趣

　
　
　
茂
御
承
知
膚
之
二
幅
、
何
卒
古
来
之
通
繁
栄
に
相
虚
字
様
に
と
の
思
召
在
留
心
付
、
町
≧
江
指
揮
趣
相
達
候
素
目
被
仰
付
候

　
こ
の
時
同
時
に
「
京
都
繁
巖
之
筋
」
が
あ
れ
ば
遠
慮
無
く
申
し
出
る
よ
う
に
と
も
申
し
渡
さ
れ
た
。
伊
奈
は
、
京
都
の
近
年
の
混
乱
状
況
、

宝
暦
十
二
年
に
古
町
町
組
が
「
新
規
願
」
に
反
対
し
出
訴
し
た
こ
と
を
承
知
し
て
お
り
、
そ
し
て
京
都
復
興
の
た
め
の
方
策
を
練
る
こ
と
が
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鐙
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

京
の
重
要
な
目
的
の
一
つ
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
役
所
銀
借
り
入
れ
高
の
調
査
は
金
融
面
で
の
手
始
め
で
あ
っ
た
、
と
言
え
よ
う
。

　
三
月
二
十
七
日
に
は
、
井
筒
屋
勘
兵
衛
他
二
名
の
下
京
八
組
の
代
表
者
が
伊
奈
の
旅
宿
へ
召
し
出
さ
れ
、
①
現
在
京
都
で
難
儀
と
な
っ
て
い

る
こ
と
、
②
と
り
わ
け
古
来
と
は
異
な
り
、
由
緒
あ
る
こ
と
が
衰
え
た
こ
と
、
③
町
奉
行
所
で
は
気
が
付
か
な
い
難
儀
な
こ
と
、
に
つ
い
て
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

申
書
を
出
す
様
命
じ
ら
れ
る
。
下
古
京
八
組
で
は
寄
合
を
重
ね
た
上
、
四
月
三
日
に
骨
組
毎
に
返
答
書
を
上
げ
る
。
現
在
そ
の
う
ち
川
西
九
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

組
、
上
艮
組
、
三
町
組
の
三
つ
の
も
の
が
確
認
で
き
る
が
、
内
容
は
類
似
し
て
お
り
、
ほ
ぼ
次
の
三
点
に
ま
と
め
ら
れ
る
。
①
諸
会
所
金
銀
、
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名
目
金
銀
の
貸
付
の
制
限
、
禁
止
。
②
「
新
規
願
」
の
乱
舞
、
差
戻
。
③
年
頭
拝
礼
献
上
物
代
・
給
銀
の
割
賦
並
等
に
つ
い
て
の
町
代
の
増
長

の
規
欄
。

　
③
の
中
間
支
配
者
町
代
増
長
の
訴
え
は
、
後
に
町
組
と
町
代
と
の
全
面
的
な
対
立
（
文
政
町
代
改
儀
一
件
）
に
つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
あ
る
が
、

他
は
、
町
で
は
把
握
で
き
な
い
金
銀
貸
付
と
共
に
、
い
ま
だ
残
っ
て
い
る
「
新
規
願
」
を
難
儀
の
原
因
、
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
こ
れ
に
前
後
し
て
、
町
奉
行
所
は
三
月
晦
日
に
、
町
に
と
っ
て
懸
案
の
借
屋
請
会
所
を
差
留
め
（
町
に
そ
の
旨
が
触
れ
ら
れ
る
の
は
四
月
七
日
）
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

同
時
に
五
件
の
「
新
規
願
」
を
差
留
め
た
。

　
し
か
し
、
伊
奈
が
京
都
繁
栄
策
の
上
申
を
命
じ
た
こ
と
に
よ
っ
て
「
新
規
願
」
が
ま
た
増
加
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
宝
暦
十
二
年
の
町
中
申

合
せ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
る
い
は
町
の
年
寄
を
通
さ
ず
に
、
あ
る
い
は
町
の
統
制
の
弱
い
新
町
よ
り
出
願
す
る
老
が
い
た
の
で
あ
る
。
そ
こ

で
下
京
の
古
町
は
、
願
事
は
全
て
年
寄
・
五
人
組
を
通
す
こ
と
、
「
新
規
願
」
を
行
わ
な
い
こ
と
、
と
い
う
申
合
せ
を
改
め
て
行
い
（
こ
れ
が
章

の
冨
頭
に
掲
げ
た
史
料
で
あ
る
）
、
か
つ
新
町
の
重
罰
に
対
し
、
既
に
新
町
の
内
の
人
間
か
ら
出
さ
れ
て
い
た
「
新
規
願
」
の
願
い
下
げ
を
働
き
か
け

　
　
⑭

る
一
方
、
古
町
の
も
の
と
同
じ
申
合
せ
書
を
、
十
二
年
時
に
は
各
署
で
取
り
置
い
た
の
だ
が
、
今
度
は
下
古
京
八
組
を
宛
先
と
し
て
提
出
さ
せ

㊨
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

た
。
そ
の
上
で
下
古
京
八
組
は
五
月
に
ま
た
出
訴
し
、
「
新
規
願
」
は
年
寄
加
判
が
無
け
れ
ば
取
り
上
げ
な
い
よ
う
願
う
。
町
奉
行
所
は
五
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

二
十
八
日
に
、
い
ま
だ
検
討
中
で
あ
っ
た
町
夫
火
消
人
足
請
負
願
を
差
し
戻
す
こ
と
、
及
び
右
の
趣
旨
を
聞
き
届
け
る
こ
と
を
申
し
渡
し
、
同

日
次
の
触
を
発
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
二
年
余
に
わ
た
る
騒
動
に
決
着
が
つ
け
ら
れ
た
。

　
　
　
　
　
口
触

　
　
近
来
諸
願
意
町
之
も
の
無
加
印
願
出
狼
成
儀
二
候
、
向
後
諸
願
誓
不
依
何
事
年
譜
五
人
組
加
印
い
た
し
可
願
出
駕
、
併
差
掛
候
事
、
或
者
其
居
町
之
も
の

　
　
相
手
取
候
儀
者
格
別
二
三
間
、
其
通
可
相
心
得
旨
、
洛
中
洛
外
江
可
申
触
も
の
也

　
　
　
　
申
五
月
廿
八
臼

　
こ
う
し
て
町
は
、
会
所
設
立
政
策
を
撤
回
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
し
、
再
び
都
市
に
お
い
て
＝
夏
向
に
秩
序
を
担
う
集
団
と
し
て
位
置
付
け
ら
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れ
た
。
こ
れ
が
、
運
動
の
達
成
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
こ
の
運
動
を
評
価
す
る
た
め
に
は
、
こ
れ
が
古
町
に
よ
っ
て
主
導
さ
れ
た
と
い
う
意
味
、
す
な
わ
ち
、
古
町
は
都
市
住
民
全
体
の
利

益
代
弁
者
で
あ
っ
た
の
か
、
言
い
換
え
れ
ば
「
新
規
願
」
出
願
人
は
全
町
、
全
住
民
に
対
立
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
が
検
討
さ
れ
ね
ぼ
な

ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
借
屋
請
会
所
を
ま
ず
例
に
と
ろ
う
。
宝
暦
十
年
時
の
出
願
人
の
代
表
池
田
屋
喜
兵
衛
は
、
町
奉
行
所
か
ら
の
出
願
内
容
に
つ
い
て
の
尋
問
に

対
す
る
返
答
書
の
中
で
「
手
前
共
家
請
之
義
々
得
心
之
町
≧
江
面
談
い
た
し
葬
処
、
書
付
之
趣
と
も
被
致
承
知
候
而
、
御
願
申
上
候
通
御
免
之

上
者
、
相
頼
申
込
由
二
御
座
候
得
心
之
町
≧
凡
三
百
町
斗
も
御
座
候
、
右
之
町
≧
者
知
人
有
之
右
之
通
内
談
仕
候
、
外
≧
町
≧
は
知
人
無
御
座
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

故
未
得
相
談
不
仕
事
事
」
と
述
べ
て
い
る
。
借
屋
請
会
所
を
町
に
と
っ
て
有
益
と
認
め
、
設
立
さ
れ
た
な
ら
ば
利
用
し
た
い
と
す
る
町
が
少
な

く
と
も
三
百
町
は
あ
る
、
と
す
る
の
で
あ
る
。
町
奉
行
所
の
下
問
に
対
す
る
返
答
の
中
で
賛
意
を
表
す
る
町
も
あ
っ
た
。
再
返
答
を
命
じ
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

た
後
の
漸
々
よ
り
の
返
答
の
集
計
が
町
代
の
手
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
が
、
そ
れ
に
は
、
洛
中
千
五
百
七
十
六
町
の
う
ち
、
条
件
付
き
な
が
ら
賛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

成
す
る
町
が
百
七
十
七
町
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　
風
威
火
消
人
足
請
負
に
つ
い
て
は
、
宝
暦
十
三
年
二
月
の
触
の
冒
頭
に
は
「
先
達
而
も
相
尋
三
十
過
半
者
得
心
い
た
し
、
残
不
得
心
之
町
≧

も
有
之
候
洛
中
洛
外
町
夫
請
負
火
役
之
儀
」
と
あ
る
。

　
右
の
よ
う
に
「
新
規
願
」
に
対
し
で
毒
中
の
全
町
が
反
対
の
意
を
表
し
た
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
で
は
、
町
内
で
は
ど
う
か
。

　
宝
暦
十
年
時
の
借
屋
請
会
所
に
つ
い
て
、
最
初
に
下
々
へ
下
問
が
行
わ
れ
た
際
、
下
京
上
艮
組
の
古
町
三
条
衣
棚
町
で
は
、
五
月
二
十
八
日

付
で
「
借
屋
中
」
十
名
が
「
年
寄
町
中
」
に
宛
て
、
請
人
は
「
是
迄
知
音
縁
老
相
到
来
候
故
、
何
之
差
支
も
無
墨
壷
到
来
候
間
、
是
迄
之
通
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蓼
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

被
為
差
置
被
下
候
様
二
御
願
被
下
墨
ハ
鼠
恭
可
奉
存
命
」
と
す
る
文
書
を
出
し
て
い
る
。
し
か
し
、
町
奉
行
唇
側
の
記
録
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
よ

り
六
日
遡
る
五
月
二
十
二
日
に
、
三
条
衣
棚
町
の
属
す
る
上
艮
組
の
返
答
は
終
了
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
ら
ぼ
、
な
ぜ
こ
の
様
な
文
書
が
存

在
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
、
借
屋
中
の
自
発
的
意
志
に
基
づ
い
て
差
し
出
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
町
役
人
一
家
持
層
に
よ
っ
て
書
か
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さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
借
屋
人
の
請
書
的
な
性
格
を
持
つ
、
と
考
え
る
。
・

　
無
論
、
下
京
の
中
で
も
最
も
格
式
の
高
い
町
の
一
つ
に
居
住
す
る
彼
ら
は
、
実
際
に
知
音
縁
者
を
持
ち
、
会
所
を
不
要
と
し
た
か
も
し
れ
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

い
。
し
か
し
、
都
市
全
体
の
中
で
は
、
既
に
借
屋
請
を
専
業
と
す
る
者
が
確
実
に
存
在
し
、
そ
し
て
彼
ら
に
金
銭
を
払
っ
て
借
屋
請
を
頼
ま
ね

ば
な
ら
ぬ
、
そ
れ
ゆ
え
会
所
設
立
を
益
と
す
る
借
屋
人
も
、
い
た
。
借
屋
人
に
と
っ
て
の
メ
リ
ッ
ト
は
、
経
済
的
問
題
ば
か
り
で
は
な
い
。
借

屋
請
の
制
度
は
、
借
屋
人
を
人
格
的
関
係
に
よ
っ
て
町
の
下
層
に
位
置
付
け
る
も
の
で
あ
っ
た
。
会
所
の
設
立
は
こ
の
欄
度
を
変
質
さ
せ
、
経

済
的
に
上
昇
し
た
一
部
の
借
屋
人
に
と
っ
て
は
姪
楷
と
化
し
て
い
た
町
の
拘
束
か
ら
の
解
放
に
つ
な
が
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
「
新
規
願
」
に
賛
意
を
持
つ
町
、
住
民
は
い
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
町
の
格
式
の
上
で
は
古
町
・
親
町
に
対
し
新
町
・
枝
町
で

　
⑰

あ
り
、
住
民
階
層
か
ら
言
え
ば
家
持
に
対
す
る
借
屋
人
で
あ
っ
た
。
「
新
規
願
」
の
「
新
規
」
は
、
単
に
過
去
に
は
無
か
っ
た
、
と
い
う
意
味

の
み
で
は
な
く
、
古
格
（
古
町
・
親
町
、
家
持
）
に
対
す
る
新
規
（
新
町
・
枝
町
、
借
屋
人
）
と
い
う
意
味
を
含
み
、
出
願
人
は
そ
の
利
益
代
弁
者

と
し
て
の
側
面
を
も
持
っ
た
の
で
あ
る
。

　
運
動
を
主
導
し
た
古
町
は
、
「
新
規
願
」
の
受
容
を
め
ぐ
っ
て
町
と
町
と
の
問
、
及
び
町
内
に
も
存
在
し
た
古
格
と
新
規
の
対
立
を
、
町
組

レ
ベ
ル
で
は
新
町
の
町
組
か
ら
、
町
内
で
は
借
屋
人
か
ら
請
書
を
取
る
、
と
い
う
形
で
、
古
格
の
論
理
に
よ
っ
て
統
一
し
よ
う
と
し
た
。
な
ぜ

な
ら
ば
、
「
新
規
願
」
が
都
市
全
体
の
益
を
掲
げ
る
以
上
、
町
奉
行
所
に
対
し
古
町
代
表
者
が
自
ら
を
「
京
中
一
体
」
、
「
上
下
京
古
町
、
新
町

共
」
、
「
家
持
借
屋
共
」
の
代
表
老
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
か
否
か
は
、
運
動
の
成
否
の
鍵
と
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
反
対

運
動
は
、
会
所
に
対
す
る
町
の
自
治
の
勝
利
と
い
う
意
味
を
持
ち
つ
つ
も
、
新
町
、
枝
町
、
借
屋
人
な
ど
従
来
低
位
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た

者
の
意
向
を
一
定
度
反
映
し
、
差
別
構
造
の
弱
体
化
に
も
つ
な
が
る
と
い
う
先
進
性
を
持
っ
た
「
新
規
願
」
を
、
古
格
の
論
理
で
封
殺
せ
ん
と

し
た
、
反
動
的
側
面
を
も
有
し
た
の
で
あ
る
。

　
で
は
、
こ
の
運
動
は
旧
来
の
体
制
へ
の
復
帰
と
い
う
意
義
を
持
つ
の
み
で
、
新
た
な
も
の
は
何
も
生
み
出
さ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
決
し

て
そ
う
で
は
な
い
。
古
町
の
主
導
と
い
う
形
を
と
っ
た
に
せ
よ
、
町
組
の
独
自
性
を
乗
り
越
え
、
上
京
と
下
京
も
連
動
し
、
申
合
せ
書
と
い
う
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消
極
傘
形
な
が
ら
新
町
を
も
含
ん
だ
京
中
全
町
が
陽
動
し
た
運
動
は
、
過
去
に
は
無
か
っ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
都
市
を
単
位
と
す
る

会
所
の
論
理
に
対
す
る
た
め
に
不
可
欠
な
条
件
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
こ
こ
で
、
町
・
町
組
側
も
都
市
全
体
へ
の
視
野
を
獲
得
し
た
の
で
あ
る
。

運
動
の
到
達
点
と
し
て
、
訴
願
は
全
て
町
役
人
を
通
し
、
「
新
規
願
」
を
行
わ
な
い
、
と
い
う
申
舎
せ
を
全
町
で
行
い
、
出
願
時
の
町
役
人
加

印
を
命
じ
た
触
を
出
さ
せ
る
こ
と
で
実
質
を
深
め
る
こ
と
に
成
功
し
た
が
、
こ
れ
は
住
民
の
手
に
よ
っ
て
「
都
市
法
」
を
作
成
し
得
た
わ
け
で

あ
り
、
音
心
義
深
い
も
の
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
町
組
組
織
に
目
を
向
け
れ
ば
、
儀
礼
的
ま
と
ま
り
に
過
ぎ
な
く
な
っ
て
い
た
忘
憂
の
再
生
、
と
言
う
こ
と
も
可
能
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

中
世
に
連
続
す
る
町
組
と
は
組
織
形
成
の
契
機
も
異
な
り
、
ま
た
内
部
結
合
の
あ
り
方
も
、
新
町
も
運
動
に
加
わ
っ
た
点
に
見
ら
れ
る
如
く
、

差
別
構
造
が
よ
り
弱
ま
っ
て
い
く
よ
う
な
形
で
の
再
編
で
あ
っ
た
。
個
々
の
町
組
も
、
町
組
の
連
合
を
生
み
出
す
中
で
個
別
の
ま
と
ま
り
を
相

対
的
に
弱
め
て
い
く
。
形
骸
化
し
つ
つ
も
な
お
組
織
と
し
て
残
存
し
て
い
た
町
組
は
運
動
の
枠
組
と
し
て
利
用
さ
れ
た
が
、
運
動
が
都
市
全
体

を
意
識
し
て
展
開
さ
れ
た
が
ゆ
え
に
、
そ
の
も
と
も
と
の
組
織
原
理
は
後
退
し
、
そ
れ
と
は
別
の
新
た
な
も
の
を
築
き
上
げ
る
こ
と
に
な
っ
た

の
で
あ
る
。
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㈲
支
配
政
策
の
転
換

　
町
奉
行
所
は
「
新
規
願
」
を
認
可
す
る
強
い
意
志
を
持
っ
て
、
等
々
に
賛
否
を
問
う
た
。
こ
の
こ
と
自
体
、
既
に
支
配
政
策
が
変
化
し
て
い

る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
「
新
規
之
儀
」
を
行
わ
な
い
こ
と
一
先
例
の
遵
守
は
、
支
配
者
と
都
市
住
民
と
の
間
の
、
い
わ
ば
合
意
事
項
で
あ
っ

た
。
事
実
、
こ
れ
以
前
の
い
く
つ
か
の
「
新
規
願
」
は
、
町
奉
行
所
内
で
の
審
議
で
「
新
規
之
儀
故
不
申
付
」
と
い
う
形
で
処
理
さ
れ
て
い
た

の
で
あ
る
（
表
2
）
。
ま
た
、
「
新
規
願
」
の
認
可
、
つ
ま
り
会
所
を
設
立
す
る
こ
と
は
、
町
を
＝
兀
的
単
位
と
す
る
体
制
か
ら
の
転
換
を
意
味

す
る
。
こ
の
転
換
は
な
ぜ
起
こ
っ
た
か
。

　
こ
の
時
期
は
研
究
史
上
幕
藩
権
力
の
都
市
政
策
が
変
わ
っ
た
時
期
と
し
て
知
ら
れ
、
株
仲
間
の
結
成
を
勧
め
、
商
業
資
本
と
の
結
託
を
図
っ
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た
、
と
さ
れ
る
。
「
新
規
願
」
出
願
人
の
中
に
も
冥
加
金
上
納
を
言
い
立
て
る
老
が
い
た
が
、
町
奉
行
所
が
「
新
規
願
」
認
可
の
意
欲
を
示
し

た
理
由
は
こ
の
点
に
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
素
甘
火
消
人
足
請
負
の
例
で
見
よ
う
。
宝
暦
十
年
の
旦
屈
八
組
の
出
願
に
つ
い
て
、
町
奉
行
所
は
三
々
へ
下
問
す
る
に
先
立
っ
て
十
月
十
八

日
に
町
の
火
消
道
具
の
整
備
状
況
を
調
査
し
た
。
そ
の
結
果
は
、
火
消
人
足
役
を
免
除
さ
れ
て
い
た
若
干
の
町
を
除
い
た
洛
中
洛
外
千
八
百
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

十
八
町
の
う
ち
、
指
定
さ
れ
た
通
り
全
て
揃
え
て
い
た
町
は
わ
ず
か
十
五
を
数
え
る
の
み
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
う
け
て
翌
十
九
日
方
々
へ
下
問

す
る
が
、
そ
の
返
答
は
や
は
り
反
対
で
あ
っ
た
た
め
、
翌
月
再
び
下
問
し
た
。
こ
の
時
に
は
、
先
の
調
査
の
結
果
火
消
道
具
は
「
三
丁
町
な
ら

て
は
無
之
」
と
い
う
状
態
で
あ
り
、
再
三
の
触
れ
渡
し
を
守
っ
て
い
な
い
こ
と
を
餐
め
て
、
「
此
上
急
度
申
渡
候
蓮
も
、
右
之
躰
之
高
家
得
者
非

常
手
当
秘
儀
甚
無
量
束
候
二
付
、
軒
役
少
≧
宛
之
出
歯
を
以
、
可
相
勤
者
を
撰
ミ
請
負
申
付
候
而
も
、
右
之
通
再
応
之
触
書
等
閑
二
窒
素
候
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

者
町
≧
申
分
有
之
間
繕
事
二
候
得
共
、
万
一
差
支
之
儀
有
之
候
爵
、
存
念
一
瓢
聞
事
」
と
し
て
い
る
。
消
防
制
度
の
改
編
に
強
い
意
欲
を
見
せ

て
い
る
が
、
そ
れ
は
現
状
で
は
出
火
時
の
消
火
作
業
が
「
甚
無
知
束
」
い
た
め
で
あ
り
、
そ
れ
が
町
の
怠
慢
に
起
因
す
る
以
上
、
町
の
側
も
受

け
入
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
会
所
設
立
政
策
の
後
退
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
宝
暦
十
四
年
二
月
に
は
、
改
め
て
火
消
道
具
が
「
三
町
な
ら
て
ハ
不
相
揃
」
と
い
う

状
態
で
あ
っ
た
こ
と
を
「
急
度
叱
り
申
渡
」
と
し
て
、
そ
の
上
で
「
先
年
申
渡
候
通
、
火
役
道
具
用
意
出
置
候
而
、
出
火
ノ
節
年
寄
五
人
組
ノ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

内
壱
人
宛
付
添
可
罷
出
漁
」
と
命
じ
、
洛
中
洛
外
の
行
事
町
（
当
町
）
よ
り
請
書
を
出
さ
せ
て
い
る
。
町
を
基
礎
と
す
る
消
防
体
制
を
整
備
・
強

化
す
る
政
策
へ
再
び
戻
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

　
町
奉
行
所
が
「
新
規
願
」
を
認
可
し
よ
う
と
し
た
の
は
、
冥
加
金
収
入
の
た
め
で
は
な
く
、
そ
れ
は
副
次
的
な
も
の
に
過
ぎ
ず
、
主
要
に
は
、

や
は
り
都
市
機
能
の
復
興
と
い
う
課
題
に
応
え
る
た
め
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
町
・
町
組
の
反
対
運
動
の
成
否
は
、
一
に
そ
の
課
題
を
担
い

う
る
と
町
奉
行
所
に
認
識
さ
せ
る
ま
で
に
結
束
を
固
め
ら
れ
る
か
否
か
に
か
か
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
町
奉
行
所
に
と
っ
て
、
都
市
復
興
の
手
立
て
と
し
て
、
二
つ
の
選
択
肢
が
あ
っ
た
。
一
つ
は
出
願
さ
れ
た
会
所
機
構
を
認
可
す
る
こ
と
に
よ
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る
も
の
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
町
が
再
生
さ
れ
る
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
ど
ち
ら
に
せ
よ
都
市
住
民
側
の
主
体
的
な
動
き
に
拠
っ
て
お
り
、

町
奉
行
所
が
独
自
に
、
能
動
的
に
政
策
を
提
示
し
て
は
い
な
い
。
こ
れ
が
、
こ
の
段
階
の
支
配
の
質
の
大
き
な
特
徴
で
あ
る
。

　
さ
て
、
町
・
町
組
の
反
対
に
よ
っ
て
会
所
設
立
に
よ
る
都
市
復
興
と
い
う
コ
ー
ス
は
閉
ざ
さ
れ
た
。
し
か
し
、
都
市
の
混
乱
は
町
の
共
同
体

規
制
の
弛
緩
の
み
が
原
因
で
は
な
く
、
よ
り
本
質
的
に
は
仲
間
組
織
の
増
加
や
、
金
融
諸
機
関
の
発
達
に
見
ら
れ
る
如
く
の
都
市
の
経
済
の
進

展
に
、
そ
れ
ま
で
の
個
別
の
町
を
基
礎
と
し
、
内
部
に
差
別
構
造
を
含
ん
だ
体
制
が
適
応
し
な
く
な
っ
て
き
た
こ
と
に
起
因
し
て
い
た
。
ゆ
え

に
そ
れ
は
、
町
・
町
議
側
が
な
ん
ら
か
の
広
域
的
な
組
織
機
構
を
新
た
に
作
り
得
ぬ
限
り
（
つ
ま
り
「
新
規
願
」
の
論
理
を
取
り
込
め
な
い
限
り
）
、

解
決
さ
れ
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
。

　
町
・
町
組
の
運
動
は
、
　
「
新
規
願
」
の
論
理
へ
の
対
抗
の
中
で
、
結
果
的
に
都
市
全
体
を
覆
う
枠
組
は
形
成
し
た
。
が
、
そ
れ
が
現
実
に
進

行
し
つ
つ
あ
っ
た
町
の
変
容
を
否
認
し
、
旧
来
の
体
制
へ
の
復
帰
運
動
と
い
う
形
を
と
っ
た
が
ゆ
え
に
、
右
の
課
題
に
は
応
え
ら
れ
な
い
と
い

う
限
界
性
を
持
っ
て
い
た
。

　
町
奉
行
所
は
、
や
が
て
都
市
の
復
興
の
た
め
に
今
度
は
独
自
の
積
極
的
対
応
を
迫
ら
れ
る
。
そ
こ
で
も
う
一
度
、
支
配
政
策
が
転
換
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
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①
三
条
衣
棚
町
文
書
（
衣
棚
町
断
蔵
）
。

②
　
上
艮
組
の
他
に
、
下
京
で
は
仲
十
町
組
（
小
結
棚
町
文
轡
）
、
編
組
（
久
板
家

　
文
書
）
、
南
艮
組
（
饅
頭
屋
町
文
書
）
、
上
京
の
上
西
下
組
（
花
車
町
文
書
）
で
確

　
認
で
き
る
。
町
田
毎
で
若
干
文
言
は
異
な
る
が
、
内
容
は
同
一
で
あ
る
。
な
お
、

　
こ
れ
以
前
に
宝
暦
十
二
年
に
も
同
様
の
申
合
せ
が
行
わ
れ
た
が
、
そ
の
時
の
も
の

　
を
含
め
れ
ば
、
下
京
の
州
西
十
六
町
組
（
太
子
山
町
文
書
）
、
上
京
の
聚
楽
組
内

　
の
小
組
、
堀
川
十
六
町
組
（
聚
楽
教
育
会
所
蔵
文
書
）
で
も
確
認
で
き
る
。

③
町
頭
南
町
文
書
。

④
　
「
番
日
記
」
。
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九
〇
ほ
か
。

⑬
秋
山
園
三
前
掲
書
。

⑭
善
長
寺
町
文
書
。

⑯
　
町
頭
南
町
文
書
。

⑬
三
条
衣
棚
町
文
書
。

⑰
　
「
番
日
記
」
。

⑱
町
頭
南
町
文
書
。

⑲
三
条
衣
棚
町
文
書
。

⑳
　
太
子
山
町
文
書
。

＠
　
こ
の
史
料
の
前
書
に
は
「
此
度
上
下
京
一
統
二
願
有
之
候
二
付
」
と
あ
り
、
ま

　
た
上
京
の
町
組
文
書
で
あ
る
’
「
親
町
要
用
亀
鑑
録
」
（
『
日
本
都
市
生
活
史
料
集

　
成
』
一
、
三
都
篇
1
学
習
研
究
社
、
一
九
七
七
年
所
収
）
に
も
「
新
規
願
」
に
反

　
対
し
て
出
訴
し
た
記
事
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
上
京
の
町
組
は
下
京
と
は
別
に

　
同
内
容
の
願
書
を
上
申
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
こ
の
段
階
で
は
古
町
、

　
親
町
の
み
の
運
動
で
あ
る
。

⑫
　
太
子
山
町
文
書
。

⑬
　
町
頭
南
町
文
書
。

⑭
　
下
京
巽
組
の
例
で
は
「
新
規
之
願
察
被
相
企
候
仁
者
当
組
内
町
≧
二
差
嚴
昼
間

　
敷
」
と
、
町
組
か
ら
の
追
放
を
も
っ
て
「
新
規
願
」
を
規
制
し
て
い
る
（
久
板
家

　
文
書
）
。
な
お
、
古
町
に
お
い
て
も
こ
の
申
合
せ
は
行
わ
れ
た
。

⑮
久
板
家
文
書
。

⑳
　
一
つ
は
、
一
章
で
触
れ
た
万
治
二
年
七
月
二
十
三
日
に
出
さ
れ
た
も
の
。
残
り

　
の
五
つ
は
『
町
触
』
所
収
の
以
下
の
触
に
あ
た
る
。
①
－
九
〇
〇
、
一
六
九
八
、

　
③
一
九
七
六
、
一
〇
四
六
、
一
一
入
○
。

⑳
久
板
家
文
書
。

⑱
　
　
『
町
触
』
④
…
六
九
〇
。

⑳
久
板
家
文
書
。

⑳
口
入
料
を
払
う
の
は
奉
公
人
で
あ
り
、
町
の
構
成
員
（
雇
い
主
）
で
は
な
い
こ

　
と
に
注
意
し
た
い
。

⑳
内
容
は
不
明
だ
が
、
他
の
史
料
か
ら
、
主
入
と
奉
公
人
と
の
相
対
で
の
雇
周
に

　
つ
い
て
は
干
渉
し
な
い
、
と
す
る
仕
法
替
か
と
推
測
す
る
。

⑫
　
三
条
衣
棚
町
文
書
。

⑳
『
町
触
』
④
i
一
〇
二
二
。

⑭
　
『
町
触
』
④
i
一
〇
四
五
、
一
〇
四
六
、
一
〇
四
七
、
一
〇
五
一
。

⑳
　
「
番
日
記
」
。

⑳
　
　
『
町
触
鋤
④
1
一
〇
七
九
。

⑰
　
町
頭
南
町
文
書
。

⑱
　
伊
奈
の
上
方
巡
覧
は
新
田
朋
発
の
た
め
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
が
、
中
井
信
彦
氏

　
が
、
こ
れ
を
機
に
大
坂
で
は
誤
信
間
の
設
立
が
本
格
化
し
た
、
と
指
摘
さ
れ
て
い

　
る
よ
う
に
（
『
転
換
期
幕
王
制
の
研
究
』
塙
書
房
、
一
九
七
一
年
）
、
都
市
政
策
も

　
重
要
な
目
的
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。

⑳
役
所
銀
に
つ
い
て
は
、
五
月
十
七
日
に
借
入
高
の
一
割
四
分
の
返
済
が
命
じ
ら

　
れ
（
『
町
触
』
④
～
一
一
三
五
）
、
七
月
に
は
残
額
を
三
十
年
賦
と
す
る
こ
と
が
触

　
れ
ら
れ
た
（
『
町
触
』
④
一
＝
五
八
）
。
た
だ
し
、
天
明
大
火
後
に
は
残
高
の
上

　
納
が
免
除
ざ
れ
る
（
『
町
触
』
⑥
－
一
六
六
三
）
。

⑩
　
善
長
寺
町
文
書
。

⑧
右
同
。

＠
　
　
『
町
触
』
④
一
一
～
一
〇
。

⑬
　
「
番
日
記
」
。

⑭
　
上
三
組
で
は
、
下
冷
の
新
町
の
人
悶
か
ら
出
さ
れ
て
い
た
二
件
の
「
新
規
願
」

　
を
願
い
下
げ
に
さ
せ
て
い
る
（
柳
八
幡
町
文
書
）
。

⑮
　
久
板
家
文
書
、
柳
八
幡
町
文
書
。
な
お
、
下
京
上
艮
組
の
古
町
、
三
条
衣
棚
町

　
に
は
、
新
町
か
ら
出
さ
せ
た
申
合
せ
書
の
案
文
が
遺
さ
れ
て
い
る
（
三
条
衣
棚
町

　
文
書
）
。
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⑯
　
久
板
家
文
書
。

⑰
右
同
。

⑯
　
『
町
触
』
④
i
一
一
四
五
。

⑧
　
町
頭
南
町
文
書
。

⑳
　
「
番
日
記
」
。

⑪
　
　
「
此
以
後
夏
霞
も
の
願
人
二
丁
可
申
候
、
乍
然
以
来
右
願
人
二
限
り
候
儀
井
鵡

　
銀
増
候
儀
無
之
候
得
者
差
構
無
之
申
候
」
と
す
る
町
が
百
四
十
八
町
、
「
町
よ
り

　
古
義
通
一
札
指
導
候
ハ
、
、
右
願
人
二
家
請
為
相
頼
可
申
候
」
と
す
る
町
が
二
十

　
九
町
あ
っ
た
。
池
田
薯
兵
衛
の
主
張
す
る
三
百
町
に
比
べ
て
少
な
い
が
、
こ
の
返

　
筈
が
町
経
毎
に
行
わ
れ
、
新
町
の
意
向
は
古
町
を
通
し
て
伝
え
ら
れ
た
こ
と
を
考

　
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
数
字
を
過
小
評
緬
で
き
な
い
。

㊥
　
　
『
町
触
』
④
一
八
五
八
。

　
　
三
条
衣
棚
町
文
書
。

⑭
　
「
番
日
記
」
。

㊥
　
借
屋
人
を
拘
束
す
る
髄
度
で
は
な
い
以
上
、
借
屋
人
が
積
極
的
に
反
対
す
る
理

　
由
は
無
い
こ
と
は
先
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。

⑯
宝
麿
四
年
時
の
借
屋
請
会
所
出
願
の
仕
法
書
に
は
、
現
に
借
屋
請
を
渡
世
に
し

　
て
い
る
者
の
処
遇
に
つ
い
て
記
し
て
い
る
（
表
2
）
。
ま
た
、
や
や
年
代
は
下
が

　
る
が
、
明
和
六
（
一
七
六
九
）
年
に
は
下
京
の
燈
籠
町
に
居
住
し
た
近
江
屋
善
左

　
衛
門
が
「
数
多
之
家
請
二
相
立
、
度
≧
難
渋
出
来
い
た
し
、
御
町
中
江
御
世
話
」

　
を
懸
け
た
た
め
、
来
月
限
り
に
て
借
屋
請
渡
世
を
や
め
る
旨
の
一
札
を
町
中
に
対

　
し
出
し
て
い
る
（
燈
寵
町
文
書
）
。

⑰
　
こ
う
し
た
町
に
あ
っ
て
は
、
現
実
に
「
町
の
変
容
」
が
進
行
し
て
い
た
、
と
考

　
え
る
。

㊥
　
「
新
規
願
」
の
出
願
人
の
居
住
町
は
、
一
、
二
の
例
外
を
除
き
、
全
て
新
町
、

　
枝
町
で
あ
る
。

⑳
　
他
の
願
触
と
は
異
な
り
、
内
容
が
支
配
者
と
住
民
と
の
恒
久
的
原
則
で
あ
る
点
、

　
住
畏
側
の
申
合
せ
が
前
提
と
し
て
あ
り
、
支
配
者
の
触
と
合
わ
さ
っ
て
、
触
単
独

　
の
場
合
と
は
異
な
る
効
力
（
「
新
規
願
」
の
封
じ
込
め
）
を
発
す
る
点
で
、
高
く

　
評
価
で
き
る
。

⑳
　
秋
山
氏
が
前
掲
書
中
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
「
六
組
四
朔
寄
会
掟
霞
」
（
寛
文
八

　
年
）
に
は
「
下
古
京
八
朔
寄
会
之
趣
意
者
（
中
略
）
従
往
古
連
綿
相
勤
来
室
所
、

　
其
以
前
暫
及
中
絶
、
宝
暦
年
中
再
興
（
後
略
）
」
と
あ
る
。

⑪
中
世
以
来
の
町
組
が
軍
・
審
的
、
上
口
的
契
機
に
よ
っ
た
の
に
対
し
、
「
再
生
」

　
さ
れ
た
町
組
は
社
会
的
、
生
活
的
側
面
が
濃
い
。

⑫
　
「
番
日
記
」
。

⑭
　
町
頭
南
町
文
書
。

⑧
　
　
『
町
触
』
④
一
一
〇
四
四
。
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三
　
都
市
社
会
の
形
成
と
支
配
の
深
化

　
本
章
で
は
「
新
規
願
」
反
対
運
動
を
経
た
後
の
都
市
構
造
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

　
　
「
新
規
願
」
反
対
運
動
は
町
の
変
容
を
否
定
し
、
旧
慣
の
維
持
を
主
張
し
て
展
開
さ
れ
た
が
、
そ
れ
を
主
導
し
た
古
町
も
急
速
に
変
容
を
遂

げ
て
い
っ
た
。
借
屋
人
の
位
置
を
中
心
に
見
て
み
よ
う
。
町
は
借
屋
人
が
来
住
す
る
度
に
本
人
と
請
人
と
が
連
署
し
た
借
屋
請
状
を
と
り
、
保
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存
し
て
お
く
が
、
そ
の
請
状
に
記
さ
れ
た
請
人
の
名
前
に
注
目
す
る
と
、
十
八
世
紀
後
半
頃
か
ら
特
定
の
人
物
が
頻
出
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ

の
請
人
は
そ
の
町
に
は
居
住
せ
ず
、
ま
た
複
数
の
町
に
名
前
を
見
せ
る
者
も
多
く
、
借
屋
人
と
は
個
別
の
関
係
を
持
た
ず
、
請
印
料
を
取
っ
て

請
人
に
立
つ
者
1
1
借
屋
請
専
業
者
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
請
人
を
借
屋
人
の
親
類
縁
者
か
ら
と
る
こ
と
は
町
内
の
円
滑
な
人
間
関
係

を
保
つ
た
め
に
不
可
欠
な
手
続
き
で
あ
り
、
借
屋
請
会
所
に
反
対
す
る
論
理
と
し
て
古
町
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
古
町
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

お
い
て
も
専
業
者
を
請
人
と
す
る
借
屋
人
が
来
住
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　
借
屋
人
と
家
主
・
町
と
の
関
係
も
変
化
す
る
。
十
八
世
紀
末
に
は
借
屋
賃
支
払
い
の
保
証
と
し
て
「
敷
金
」
を
借
屋
人
よ
り
取
る
制
度
が
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

ま
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
、
こ
れ
は
一
面
で
は
負
担
増
大
で
は
あ
る
が
、
借
屋
人
自
身
の
保
証
能
力
が
上
昇
し
て
い
る
と
評
価
し
う
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

ま
た
、
町
政
に
お
い
て
も
借
屋
人
の
地
位
の
上
昇
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
間
の
変
化
は
、
借
屋
人
の
位
置
の
変
化
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
借
屋
請
専
業
巻
以
外
に
も
、
本
来
町
が
行
っ
て
き
た
こ
と
に
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

い
て
、
そ
れ
を
代
替
す
る
人
間
、
機
関
が
出
現
し
て
く
る
。
こ
う
し
て
家
持
も
含
め
て
町
構
成
員
の
町
か
ら
の
自
立
化
が
進
み
、
町
内
の
結
合

形
態
は
、
人
格
的
関
係
か
ら
よ
り
経
済
的
な
も
の
に
な
り
、
個
別
町
の
中
で
統
制
、
保
護
さ
れ
て
い
た
住
民
は
、
都
市
と
い
う
揚
に
よ
っ
て
も

そ
の
存
在
が
保
証
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
町
内
の
差
別
性
、
内
部
拘
束
性
の
低
下
、
お
よ
び
そ
の
一
方
で
の
都
市
的
な
機
関
の
出
現
に
よ
っ
て
、
都
市
構
造
は
、
個
別
町
の
独
自
性
を

基
礎
と
す
る
分
断
的
、
細
分
的
な
も
の
か
ら
、
よ
り
統
一
的
、
都
市
一
円
的
な
も
の
へ
と
変
化
し
た
。
こ
こ
に
到
っ
て
住
民
生
活
の
上
で
も
都

市
全
体
が
重
要
な
意
味
を
持
つ
よ
う
に
な
る
。
住
民
に
と
っ
て
の
「
都
市
社
会
」
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。

　
そ
の
前
提
に
町
の
変
容
が
あ
る
こ
と
は
再
三
述
べ
て
き
た
通
り
で
あ
る
が
、
町
は
、
構
成
員
個
々
の
定
律
・
平
等
を
原
則
と
す
る
生
活
共
同

体
へ
と
傾
斜
し
な
が
ら
も
、
な
お
前
代
の
町
の
特
質
を
留
め
て
い
た
。
町
へ
の
来
住
時
に
個
別
の
契
約
の
み
で
な
く
町
に
対
し
保
証
し
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
制
度
は
存
続
し
て
い
た
し
、
町
政
へ
の
参
加
に
も
、
依
然
家
持
と
借
屋
人
と
の
間
に
は
区
別
が
つ
け
ら
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
関
係

は
近
世
を
通
じ
て
解
消
さ
れ
ず
、
近
代
へ
と
引
き
継
が
れ
る
の
で
あ
る
。
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次
に
町
並
に
つ
い
て
見
た
い
。
天
明
八
（
一
七
八
八
）
年
の
大
火
後
、
町
奉
行
所
は
都
市
住
民
の
恒
常
的
な
救
憧
機
関
と
し
て
の
囲
米
制
度
を

生
む
が
、
こ
の
管
理
運
営
は
、
京
中
の
年
寄
十
二
名
が
年
番
（
籾
年
番
）
で
勤
め
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
そ
の
十
二
名
の
選
出
法
は
、
上
中
下
京
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

古
町
よ
り
三
二
、
新
町
よ
り
三
名
、
洛
外
町
続
町
よ
り
四
名
、
東
西
の
本
願
寺
寺
内
よ
り
各
一
名
、
と
す
る
こ
と
が
命
じ
ら
れ
た
。
町
組
の
連

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

合
は
上
京
と
下
京
の
二
つ
を
基
本
と
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
こ
で
は
「
中
京
」
と
い
う
ま
と
ま
り
が
見
え
、
ま
た
古
町
と
新
町
と
共
に
画

名
つ
つ
、
平
等
な
立
場
で
代
表
が
出
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
従
来
の
三
組
の
複
雑
な
地
域
構
成
や
、
格
式
に
よ
る
区
別
に
と
ら
わ
れ
ぬ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

平
等
性
に
基
づ
い
た
地
域
的
結
合
が
強
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
「
大
仲
」
は
、
町
組
が
文
政
元
（
一
八
一
八
）
年
に
中
間
支
配
者
の
町
代
と
格
式
を
め
ぐ
っ
て
争
い
（
文
政
町
代
改
儀
一
件
）
、
そ
れ
に
勝
利
し
た

後
、
町
組
の
自
治
最
高
機
関
と
し
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
組
織
の
お
も
な
役
職
は
、
大
工
仲
間
の
代
表
を
始
め
と
す
る
、
諸
仲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

間
関
係
者
が
就
い
た
と
さ
れ
て
い
る
。
大
仲
が
、
組
織
原
理
と
し
て
は
地
縁
共
同
体
で
あ
る
町
・
町
組
の
連
合
組
織
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

町
の
代
表
で
は
な
く
、
職
種
的
組
織
の
代
表
が
こ
の
連
合
体
を
支
え
た
の
で
あ
る
。
町
組
の
連
合
体
は
、
個
別
町
組
の
独
自
性
や
格
式
に
よ
る

区
別
を
持
つ
地
域
共
同
体
と
し
て
の
性
格
を
著
し
く
弱
め
、
仲
間
関
係
老
を
代
表
と
し
て
い
る
こ
と
に
見
ら
れ
る
如
く
「
機
構
」
と
し
て
の
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

味
合
い
を
強
め
る
。
会
所
設
立
に
反
対
し
た
町
・
雪
盲
が
、
会
所
に
類
似
し
た
機
構
へ
と
自
己
転
化
を
遂
げ
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
都
市
構
造
の
変
化
に
と
も
な
っ
て
、
町
奉
行
所
の
支
配
の
あ
り
方
も
変
化
す
る
。
こ
れ
以
前
は
都
市
住
民
の
諸
集
団
に
依
拠

し
、
都
市
の
公
的
機
能
を
担
わ
せ
、
住
民
個
々
は
集
団
を
通
じ
て
間
接
的
に
掌
握
し
て
い
た
の
に
対
し
、
以
後
、
町
奉
行
所
が
直
接
関
与
す
る

領
域
が
拡
大
し
、
町
を
基
礎
と
し
つ
つ
も
町
の
中
へ
も
支
配
を
及
ぼ
し
、
住
民
を
個
別
に
把
握
す
る
よ
う
に
変
わ
っ
て
い
く
。

　
京
中
の
消
防
業
務
を
、
町
が
独
自
に
行
う
か
、
町
の
出
費
に
よ
っ
て
会
所
組
織
が
行
う
か
は
、
宝
暦
期
の
騒
動
時
の
焦
点
の
一
つ
で
あ
っ
た
。

町
・
町
組
戸
の
勝
利
の
結
果
、
改
め
て
町
に
そ
の
責
が
命
じ
ら
れ
、
ま
た
町
も
結
束
を
固
め
、
火
消
道
具
も
規
定
通
り
用
意
し
た
。
し
か
し
、

町
の
変
容
が
現
実
に
進
行
し
て
い
る
以
上
所
詮
こ
う
し
た
体
制
は
持
続
せ
ず
、
再
び
町
を
基
礎
に
し
た
消
防
制
度
の
非
実
効
性
、
非
能
率
性
が

問
題
と
な
る
よ
う
に
な
っ
た
。
安
永
八
（
一
七
七
九
）
年
十
一
月
、
町
奉
行
所
は
今
度
は
一
方
的
に
町
夫
火
消
人
足
を
廃
止
し
、
町
奉
行
所
直
属
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⑪

の
火
消
人
足
を
雇
い
、
賃
銀
・
道
具
損
料
を
京
町
中
へ
賦
課
す
る
旨
、
触
渡
し
た
。
こ
の
制
度
は
、
以
後
近
世
を
通
じ
て
続
け
ら
れ
た
。

　
次
に
借
屋
人
統
制
に
つ
い
て
見
よ
う
。
寛
政
七
（
一
七
九
五
）
年
に
町
奉
行
所
は
、
天
明
八
年
の
大
火
後
の
状
況
下
借
屋
賃
の
引
き
下
げ
を
命

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

じ
、
そ
し
て
「
其
上
二
も
家
賃
滞
候
者
も
有
之
客
死
x
無
用
捨
御
役
所
江
可
申
出
候
、
吟
味
之
上
急
度
可
申
付
候
」
と
申
し
渡
し
た
。
借
屋
賃

未
済
の
扱
い
は
、
借
屋
請
人
・
町
を
中
心
と
し
た
往
民
側
の
管
轄
事
項
で
あ
っ
た
。
　
こ
こ
で
町
奉
行
所
は
、
町
側
の
調
停
に
任
せ
ず
自
ら
が

「
吟
味
」
し
「
申
付
」
け
る
こ
と
を
宣
言
し
た
の
で
あ
り
、
従
来
町
の
持
っ
た
機
能
に
介
入
し
、
そ
れ
を
吸
収
し
よ
う
と
す
る
指
向
が
認
め
ら

れ
る
。

　
都
市
住
民
掌
握
の
仕
方
も
変
化
す
る
。
明
和
四
（
一
七
六
七
）
年
東
町
奉
行
石
河
政
武
は
、
洛
中
洛
外
の
学
業
状
（
家
屋
敷
の
売
券
）
を
全
て
改

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

め
、
町
奉
行
の
裏
印
に
よ
っ
て
個
々
の
家
屋
敷
の
所
持
事
実
を
確
定
し
た
。
町
が
構
成
員
を
掌
握
で
き
な
く
な
っ
て
き
た
た
め
に
、
家
屋
敷
の

二
重
質
入
れ
等
の
不
正
行
為
が
頻
発
し
た
こ
と
の
対
策
と
し
て
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
町
奉
行
所
は
初
め
て
町
の
内
部
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

入
り
、
個
別
の
家
屋
敷
と
そ
の
所
有
者
と
を
把
握
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

　
明
和
五
年
五
月
に
出
さ
れ
た
触
は
、
個
人
の
借
金
銀
の
出
入
り
に
つ
い
て
町
が
町
中
の
者
へ
出
銀
を
割
り
懸
け
て
償
う
こ
と
を
禁
じ
、
借
り

受
け
た
者
の
み
で
返
済
す
べ
き
こ
と
を
命
じ
て
い
る
。
町
と
し
て
の
弁
済
機
能
を
否
定
し
、
割
り
懸
け
ら
れ
る
老
の
困
窮
を
救
お
う
と
す
る
点
、

町
で
は
な
く
あ
く
ま
で
個
人
に
債
務
を
負
わ
せ
た
点
、
共
に
町
の
中
の
個
々
の
住
民
を
対
象
と
し
た
支
配
の
あ
り
方
を
認
め
ら
れ
る
。

　
以
上
の
事
実
は
、
町
が
従
来
持
っ
て
い
た
自
治
権
が
町
奉
行
所
に
よ
っ
て
奪
わ
れ
て
い
く
過
程
と
見
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ

な
ら
ば
こ
の
支
配
政
策
の
転
換
は
、
宝
暦
期
に
諸
会
所
設
立
の
動
き
に
対
し
て
町
が
反
対
運
動
を
繰
り
広
げ
、
町
奉
行
所
か
ら
会
所
認
可
政
策

の
変
更
を
勝
ち
と
っ
た
こ
と
と
ど
の
よ
う
な
連
関
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
消
防
制
度
の
改
編
は
、
そ
れ
が
町
奉
行
所
の
主
導
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
こ
と
を
除
け
ば
、
組
織
の
内
容
、
町
へ
の
賦
課
等
、
「
新
規
願
」
出

願
人
の
提
示
し
た
内
容
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
天
明
四
（
一
七
八
四
）
年
九
月
に
上
下
京
古
町
年
寄
共
が
町
奉
行
所
へ
出
し
た
訴
状

　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

に
は
次
の
如
く
見
え
る
。
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（
前
略
）
且
又
前
≧
出
火
腿
節
町
≧
左
火
役
人
夫
指
出
来
候
付
、
平
日
乎
当
仕
置
候
儀
故
多
分
失
費
等
差
之
、
其
上
御
定
四
町
四
方
ハ
近
火
之
儀
故
混
雑

　
　
中
汐
人
夫
指
出
講
儀
ハ
甚
難
儀
迷
惑
仕
候
処
、
近
年
右
人
夫
御
免
被
成
下
、
別
段
難
役
町
夫
被
為
仰
付
磁
器
候
付
、
右
混
雑
等
も
箆
鷺
ミ
、
町
≧
一
統
難

　
　
在
奉
存
候
（
後
略
）

　
平
常
の
失
費
、
繊
勤
時
の
難
儀
と
、
宝
暦
期
に
反
対
し
た
時
と
は
全
く
逆
の
主
張
で
、
消
防
制
度
の
改
編
を
「
町
≧
一
統
難
在
奉
存
候
」
と

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
宝
暦
期
の
反
対
の
論
理
が
、
会
所
に
よ
る
統
制
、
つ
ま
り
支
配
構
造
の
二
元
化
の
拒
否
に
あ
っ
た
こ
と
は
先
に
見
た
と
こ
ろ
だ
が
、
そ
れ
の

み
で
な
ズ
、
町
の
運
動
は
む
し
ろ
積
極
的
に
支
配
の
深
化
を
要
求
し
て
い
く
側
面
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
文
政
町
代
改
儀
一
件
後
、
町
・
下
組
の
要
求
に
よ
っ
て
家
屋
敷
の
売
買
時
の
町
代
加
判
（
及
び
判
料
）
が
廃
止
さ
れ
、
町
奉
行
所
に
よ
っ
て
沽

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

券
状
に
裏
印
が
付
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
た
。
家
崖
敷
売
買
行
為
に
つ
い
て
町
奉
行
所
が
直
接
関
与
し
、
保
証
を
与
え
る
の
は
こ
の
時
が
初
め
て

で
あ
る
。
然
る
に
そ
の
四
年
後
の
文
政
五
二
八
二
二
）
年
に
、
家
屋
敷
売
買
の
改
会
所
を
設
け
る
出
願
人
が
現
れ
た
。
や
は
り
町
々
は
一
統
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

反
対
し
た
の
だ
が
、
一
例
と
し
て
猪
熊
通
丸
太
町
下
中
之
町
の
返
答
書
を
見
よ
う
。

　
　
　
（
前
略
）
沽
券
状
之
儀
者
、
御
割
印
奉
戴
罷
在
候
事
故
、
銘
≧
共
蓋
は
是
程
之
財
宝
ハ
無
御
座
稲
心
得
罷
在
候
故
（
中
略
）
然
ル
処
、
又
候
此
度
已
前
之

　
　
通
町
人
共
加
判
仕
吟
味
料
取
立
度
願
出
正
儀
、
何
共
歎
ケ
敷
奉
存
候
間
、
町
内
打
審
相
談
仕
候
得
共
、
町
中
一
統
右
両
人
願
難
儀
ハ
不
敬
二
尊
着
艦
間
、

　
　
何
分
此
段
急
度
御
断
被
仰
上
可
被
成
下
候
（
後
略
）

　
こ
の
会
所
の
出
願
は
、
家
屋
敷
売
買
の
保
証
を
町
奉
行
所
に
代
わ
っ
て
（
つ
ま
り
、
町
の
機
能
の
吸
収
で
は
な
い
）
住
民
が
行
お
う
と
す
る
も
の

な
の
で
あ
り
、
支
配
老
に
対
す
る
住
民
の
自
治
と
い
う
側
面
か
ら
す
れ
ば
、
明
ら
か
に
自
治
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
町
の
側
は
、
同
じ

被
支
配
老
で
あ
る
「
町
人
」
が
加
判
を
し
て
吟
味
を
す
る
こ
と
は
「
歎
ケ
敷
」
、
「
不
敬
」
で
あ
る
と
し
、
他
方
町
奉
行
所
の
割
印
を
押
さ
れ
た

沽
券
状
を
「
財
宝
」
と
と
ら
え
る
。
　
「
桑
園
中
通
」
の
「
町
人
」
と
は
町
代
の
こ
と
を
指
す
が
、
中
間
支
配
者
の
町
代
の
保
証
機
能
を
否
定
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

る
運
動
は
、
そ
の
機
能
を
町
が
取
り
戻
す
要
求
と
は
な
ら
ず
、
町
奉
行
所
が
そ
れ
を
吸
収
す
る
こ
と
を
求
め
た
の
で
あ
る
。
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宝
暦
期
に
始
ま
る
町
・
町
組
の
運
動
が
掲
げ
た
「
自
治
」
は
、
町
奉
行
所
と
町
と
の
＝
兀
的
関
係
を
求
め
た
も
の
で
あ
り
、
支
配
権
力
に
対

抗
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
既
に
町
が
果
た
せ
な
く
な
っ
た
領
域
に
つ
い
て
、
他
の
組
織
機
構
の
関
与
を
拒
否
し
、
ま
た
町

自
ら
が
、
そ
の
機
能
を
果
た
す
機
構
の
母
体
と
し
て
転
化
で
き
な
い
以
上
、
支
配
者
に
積
極
的
に
委
任
し
て
い
く
こ
と
は
必
然
的
な
こ
と
で
あ

っ
た
。
こ
う
し
て
、
従
来
各
町
に
個
別
的
に
、
か
つ
格
式
に
よ
っ
て
重
層
的
に
分
有
さ
れ
て
い
た
機
能
が
支
配
権
力
の
下
へ
吸
収
さ
れ
て
い
き
、

都
市
支
配
の
あ
り
方
は
、
町
内
部
の
個
別
の
家
を
単
位
と
し
た
一
律
的
な
も
の
へ
と
変
化
し
て
い
く
。

　
し
か
し
そ
の
よ
う
な
支
配
の
あ
り
方
は
都
市
構
造
の
変
化
に
対
応
す
る
形
で
成
立
し
て
い
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
都
市
住
民
の
会
所
設
立
反

対
運
動
に
見
ら
れ
る
意
識
的
運
動
、
そ
し
て
個
別
性
・
階
層
性
の
解
消
と
い
う
無
意
識
的
運
動
に
よ
っ
て
、
結
果
的
に
町
内
部
に
ま
で
入
り
込

む
、
強
大
化
し
た
権
力
が
生
み
出
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
だ
が
、
そ
の
権
力
も
住
民
が
求
め
、
造
り
上
げ
た
権
力
な
の
で
あ
っ
た
。
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①
　
借
屋
請
専
業
者
の
存
在
は
、
古
町
で
は
小
結
棚
町
、
町
頭
南
町
、
三
条
衣
棚

　
町
、
冷
泉
町
等
で
確
認
で
き
る
。
借
屋
請
状
の
文
言
も
定
式
化
し
、
借
屋
請
専
業

　
者
に
よ
っ
て
あ
ら
か
じ
め
作
成
さ
れ
た
も
の
を
利
用
す
る
場
合
も
あ
っ
た
　
（
「
塩

　
屋
町
文
書
解
題
」
『
資
料
館
紀
要
』
十
三
号
、
京
都
府
立
総
合
資
料
館
、
　
一
九
八

　
五
年
）
。
借
屋
人
を
特
定
す
る
文
言
中
の
、
生
国
の
欄
が
空
い
た
ま
ま
通
用
し
て

　
い
る
例
も
あ
り
（
郭
巨
山
町
文
書
）
、
請
状
の
内
容
自
体
空
文
化
し
て
い
る
。

②
　
『
町
触
』
⑦
1
一
〇
三
｝
。

⑧
　
樋
爪
修
「
近
世
京
都
に
お
け
る
町
共
同
体
の
動
向
一
借
家
人
層
を
中
心
と
し
て

　
一
」
（
『
立
命
館
文
学
』
三
八
四
・
三
八
五
号
、
一
九
七
七
年
）
。

④
　
借
麗
人
の
出
入
り
懸
り
合
い
の
引
取
を
専
門
に
行
う
町
（
『
町
触
隠
⑤
－
一
一

　
三
三
、
『
町
触
』
⑥
i
一
二
八
、
『
町
触
』
⑥
i
八
二
三
、
『
町
触
』
⑧
一
一
一
八

　
○
）
、
借
屋
人
の
引
取
人
専
業
者
（
『
町
触
』
⑥
i
七
四
六
）
、
町
奉
行
所
よ
り
の

　
召
喚
時
の
町
役
人
の
付
き
添
い
義
務
を
代
替
す
る
者
（
『
町
触
』
⑥
1
一
一
〇
七
、

　
一
四
二
一
、
⑧
一
五
九
六
）
の
存
在
も
触
の
禁
止
文
言
か
ら
確
認
で
き
る
。

⑤
秋
山
国
三
前
掲
書
。

⑥
た
だ
し
文
政
八
年
以
降
は
、
上
・
下
京
よ
り
選
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と

　
さ
れ
る
　
（
秋
山
前
掲
書
）
。
上
・
中
・
下
の
区
分
が
ど
の
程
度
圃
持
さ
れ
た
か
は

　
明
ら
か
で
は
な
い
。

⑦
無
論
選
出
法
は
支
配
者
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
支
配
・
搾

　
取
の
機
構
で
は
な
く
ほ
か
な
ら
ぬ
都
市
住
民
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
以
上
、
そ
れ

　
が
最
も
効
率
的
に
働
く
よ
う
、
都
市
の
実
態
を
反
映
し
て
定
め
ら
れ
た
、
と
考
え

　
ら
れ
よ
う
。
な
お
、
町
組
形
成
地
域
外
の
都
市
化
地
域
を
含
む
点
は
、
都
市
全
体

　
が
問
題
と
な
る
に
つ
れ
上
・
下
京
と
い
う
薄
情
の
最
大
の
枠
組
自
体
が
止
揚
さ
れ

　
る
契
機
と
な
る
も
の
か
、
と
も
思
わ
れ
る
が
、
運
営
の
実
際
に
ど
の
よ
う
に
関
わ

　
つ
た
か
等
、
詳
し
い
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
。

⑧
　
こ
の
時
、
新
町
の
三
組
が
所
属
す
る
古
町
の
二
二
の
意
向
に
反
し
て
行
動
し
た

　
事
例
が
あ
る
（
辻
ミ
チ
子
『
町
組
と
小
学
校
』
角
川
書
店
、
一
九
七
七
年
）
。

⑨
林
屋
辰
三
郎
「
庶
民
生
活
と
芸
能
」
（
『
岩
波
講
座
日
本
歴
史
』
1
2
、
近
世
4
、

　
岩
波
書
店
、
一
九
七
六
年
）
。

⑩
た
だ
し
大
仲
は
、
常
設
的
な
協
議
機
関
、
会
議
所
を
欠
き
、
橿
例
の
寄
合
が
催
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さ
れ
は
し
た
が
、
慣
例
に
従
っ
て
事
を
運
ぶ
た
め
の
も
の
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
大

　
仲
の
意
義
は
、
そ
の
組
織
の
構
成
原
理
に
の
み
あ
り
、
機
能
面
に
は
認
め
ら
れ
な

　
い
。
形
と
し
て
は
「
会
所
化
」
し
て
も
、
会
所
の
有
効
性
を
は
体
現
化
で
き
な
か

　
つ
た
。

◎
　
　
噌
町
触
隔
⑥
1
一
二
九
。

⑫
『
町
触
』
⑦
1
一
二
四
。

⑱
『
町
触
』
④
一
＝
ハ
六
二
。

⑭
　
た
だ
し
、
家
屋
敷
の
所
右
一
者
が
変
わ
っ
て
も
、
裏
印
を
押
さ
れ
た
浩
泓
牒
状
自
体

　
は
書
き
換
え
ら
れ
な
い
。
所
有
者
の
把
握
は
あ
く
ま
で
こ
の
時
点
で
の
も
の
で
あ

　
り
、
以
後
の
移
動
に
は
及
ば
な
い
。

⑮
『
町
触
』
④
一
一
八
一
四
。

⑯
　
「
番
日
記
」
。

⑰
『
京
都
の
歴
史
隠
6
（
学
芸
書
林
、
一
九
七
三
年
）
。

⑱
聚
善
教
道
会
所
蔵
文
書
。

⑲
　
文
政
町
代
改
儀
一
件
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
町
組
が
本
来
使
用
人
で
あ
っ
た

　
町
代
の
増
長
に
対
し
古
格
を
掲
げ
て
反
対
し
た
、
と
い
う
よ
う
な
、
い
わ
ば
出
組

　
自
治
の
ト
ピ
ッ
ク
的
慕
件
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
が
、
こ
こ
で
会
所

　
出
願
人
と
町
代
と
が
同
一
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
宝
暦
期

　
の
「
新
規
願
」
反
対
運
動
が
持
っ
た
、
支
配
者
と
住
民
と
の
間
の
町
以
外
の
中
間

　
支
配
機
構
（
者
）
を
否
定
す
る
論
理
の
延
長
上
で
と
ら
え
る
こ
と
が
で
ぎ
る
の
で

　
は
な
い
か
、
と
考
え
る
。
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お
　
わ
　
り
　
に

　
慶
応
四
年
に
創
世
さ
れ
た
京
都
府
は
、
直
ち
に
町
航
町
組
の
改
編
を
断
行
し
た
。
大
仲
の
組
織
を
大
組
と
改
称
し
洛
外
を
も
管
轄
さ
せ
、
古

町
・
新
町
、
親
町
・
枝
町
の
別
を
廃
し
、
最
寄
り
の
お
よ
そ
二
十
町
を
一
組
と
す
る
労
組
へ
と
改
組
す
る
こ
と
、
町
内
に
五
人
組
を
、
家
持
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

借
屋
人
の
区
別
無
く
作
る
こ
と
を
命
じ
た
。
こ
れ
は
確
か
に
京
都
市
政
に
と
っ
て
未
曾
有
の
大
改
革
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
明
治
維
新
権
力
が
前

代
と
隔
絶
し
て
、
上
か
ら
一
方
的
に
行
っ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
も
は
や
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
従
来
近
世
都
市
は
、
鎖
国
制
と
石
高
制
に
規
定
さ
れ
た
「
領
主
の
都
市
」
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
住
民
の
自
主
的
結
合
は
困
難
で
あ
っ
た
と
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

ま
た
都
市
独
自
の
変
革
の
主
体
の
存
在
に
つ
い
て
は
否
定
的
で
あ
り
、
そ
れ
を
認
め
る
場
合
で
も
限
ら
れ
た
都
市
下
層
民
を
対
象
と
す
る
に
と

　
　
④

ど
ま
る
。

　
し
か
し
、
本
稿
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
下
層
民
（
借
財
人
）
自
身
は
運
動
の
表
面
に
は
出
な
い
が
、
彼
ら
の
地
位
の
上
昇
と
、
家
持
層
を
も
含

め
た
町
か
ら
の
自
立
化
の
動
き
を
起
動
力
と
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
の
都
市
寒
造
の
変
容
に
対
応
す
る
、
惣
町
的
運
動
が
存
在
し
た
。
そ
れ
は
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都
市
全
体
へ
視
野
を
拡
大
す
る
こ
と
で
、
町
・
町
組
の
組
織
の
個
別
性
、
拘
束
性
を
自
ら
弱
め
て
い
き
、
そ
の
中
で
下
層
に
位
置
付
け
ら
れ
て

い
た
老
の
解
放
は
さ
ら
に
進
み
、
一
円
的
な
「
都
市
社
会
」
が
形
成
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
対
極
に
、
近
代
の
公
権
力
に
つ
な
が
る
よ
う
な
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

質
の
変
化
し
た
権
力
を
生
み
出
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
運
動
は
、
都
市
復
興
策
で
あ
っ
た
会
所
設
立
の
出
願
へ
の
反
対
を
契
機
と
し
て
行
わ
れ
た
。
そ
こ
で
は
町
は
、
経
済
性
、
効
率
性
を
拒

否
し
、
住
民
生
活
の
た
め
の
制
度
、
機
能
を
あ
く
ま
で
保
持
し
よ
う
と
し
た
。
こ
こ
に
、
運
動
を
支
え
た
、
近
世
初
頭
以
来
の
町
の
自
治
意
識

が
働
い
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。

　
し
か
し
、
ま
さ
に
そ
の
町
の
自
治
意
識
の
ゆ
え
に
、
会
所
の
先
進
性
を
取
り
込
め
な
い
、
と
い
う
限
界
性
を
持
た
ざ
る
を
得
ず
、
そ
れ
ゆ
え

に
支
配
の
深
化
を
む
し
ろ
求
め
る
側
面
を
有
し
た
。
会
所
設
立
の
出
願
は
、
こ
れ
自
体
自
治
的
で
「
変
革
的
」
動
き
で
あ
り
、
都
市
行
政
に
住

民
が
関
わ
っ
て
い
く
可
能
性
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
住
民
側
の
運
動
に
よ
っ
て
閉
ざ
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
町
が
、
構
成
員
の
主
体

性
を
媒
介
と
す
る
共
同
体
へ
と
変
わ
っ
た
な
ら
ば
、
町
自
治
と
会
所
機
構
と
は
矛
盾
対
立
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
町
は
そ
の
人
格
的
拘

束
性
、
差
別
性
を
完
全
に
は
止
揚
し
き
れ
な
か
っ
た
。

　
さ
て
、
以
上
京
都
を
事
例
と
し
て
考
察
を
行
っ
て
き
た
。
こ
れ
を
他
の
都
市
へ
ど
れ
程
普
遍
化
し
う
る
か
は
今
後
充
分
な
検
討
が
必
要
で
あ

る
が
、
江
戸
、
大
坂
に
お
い
て
も
「
新
規
願
」
と
同
じ
性
質
の
鵬
願
が
十
八
世
紀
前
期
か
ら
起
こ
り
だ
し
、
そ
れ
に
融
々
が
反
対
し
て
い
る
こ

⑥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

と
、
大
坂
で
は
十
八
世
紀
後
半
に
官
製
の
火
消
組
合
を
基
軸
と
し
た
惣
町
結
合
の
成
立
が
報
告
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
個
別
町
を
単
位
と
す

る
体
制
の
動
揺
（
都
市
の
混
乱
）
－
会
所
設
立
の
動
き
－
惣
町
結
合
二
円
的
都
市
社
会
の
成
立
）
i
支
配
政
策
の
転
換
、
と
い
う
シ
ェ
ー
マ
は
、
一

定
度
共
通
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
京
都
に
あ
っ
て
は
、
中
世
以
来
の
骨
組
が
枠
組
と
し
て
存
在
し
て
い
た
が
ゆ
え
に
、
会
所
設
立
反

対
の
運
動
が
い
ち
早
く
惣
町
結
合
と
い
う
形
を
と
り
、
同
時
に
そ
の
内
部
の
差
別
構
造
を
容
易
に
払
拭
で
き
な
い
、
と
い
う
特
徴
を
持
っ
た
の

で
あ
る
。

①
　
秋
山
国
三
前
掲
書
。

②
　
松
本
四
郎
前
掲
書
。
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③
　
佐
々
木
潤
之
介
騨
幕
末
社
会
論
』
（
塙
書
房
、
一
九
六
九
年
）
。

④
　
吉
田
伸
之
「
日
本
近
世
に
お
け
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
的
要
素
に
つ
い
て
」
（
『
歴
史

　
学
研
究
』
五
四
八
号
、
一
九
八
五
年
）
。

⑤
　
人
民
闘
争
研
究
に
お
い
て
、
階
級
闘
争
が
質
的
に
転
化
を
遂
げ
、
自
警
制
の
解

　
体
が
始
ま
っ
た
の
は
宝
暦
－
天
明
期
で
あ
る
と
さ
れ
る
（
林
基
¶
宝
暦
一
天
明
期

　
の
社
会
情
勢
」
・
『
岩
波
講
座
日
本
歴
史
』
1
2
・
近
世
4
、
岩
波
書
店
、
一
九
六

　
三
）
。
闘
争
の
主
体
、
形
態
は
異
な
る
が
、
　
こ
の
時
期
を
薦
期
と
す
る
点
で
は
、

　
本
稿
で
の
分
析
も
一
致
す
る
。

⑥
　
『
正
宝
事
録
』
、
『
大
坂
市
史
』
第
三
。

⑦
　
西
坂
靖
「
大
坂
の
火
消
組
合
に
よ
る
通
達
と
訴
願
運
動
」
（
『
史
学
雑
誌
』
九
四

　
一
八
号
、
一
九
八
五
年
）
。

　
〔
付
記
〕

　
史
料
閲
覧
に
つ
い
て
は
、
京
都
帯
歴
史
資
料
館
、
京
都
府
立
総
合
資
料
館
の
方
々

に
お
世
話
に
な
っ
た
。
ま
た
、
京
都
町
触
研
究
会
か
ら
は
、
同
会
所
蔵
の
写
真
版
史

料
利
用
の
便
宜
を
得
た
。
末
尾
な
が
ら
、
お
礼
申
し
上
げ
た
い
。

　
　
　
　
（
京
都
大
学
大
学
院
生
　
京
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　Changes　in　the　Structure　of　Kyoto　Jrtt，　t‘K　City

during　the　Middle　ofthe　Early　Modern　Period

by

Akira　Tsukamoto

　　The　city　structure　of　Kyoto　in　the　early　modern　period　was　based

o且individual　cho町　Ho魚ever，　from　about　the　last　year　of　Kyoho享保

with　the　increase　in　nafeama仲間organizations　and　the　establishment

of　financial　feaisho’s会所，　the　members　of　the　cho　became　independent

of　the　cho．　Moreover　・as　the　tenants’　position　in　the　cho　ascended，　and

so　on，　the　cho　structure　was　broken　down．　As　a　result，　Kyoto　was

thrown　into　confusion．　The　purpose　of　shinlei？zegai新規願，．　applications

for　establishing　1〈aisho　organizations，　which　occurred　frequently　in　the

mid　18th　century，　was　to　manage　this　confusion　in　the　city　by’replacing

cho　with　kaisko，　wkich　would　embrace　all　of　the　city．　lt　was　also　a

recenstruction　plan　for　the　city，　presented　primarily　by　those　who　had

relations　to　the　nakama．　ln　response　the　cho　succeeded　in　restraining

this　movement　by　making　the　unions　of　socho惣町．　Nevertheless　while

kaisho　organizations　had　the　character　of　providing　relief　to　those　in

the　lower　strata，　the　movement　of　the　cho　had　a　restorative　nature

that　repressed　this　group．　But　because　in　the　course　of　the　movement

the　cho　got　a　view　that　enable　them　to　see　the　city　as　a　whole，　and

because　in　every　cho　its　individuality　and　class　character　was　weakend，

an　urban　social　group　which　covered　the　whole　city，　was　established．

After　the　second　ha！f　of　the　18th　century，　the　ruling　authority　was

strengthened　by　coping　witli　these　changes　in　the　city　structure．

（844）




